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我が国では、社会や産業のデジタル化のさらなる進展に加え、新型感染症への対応を契機としてテレワー

ク等の活用が拡大することで、IT 需要及びそれを担う IT 人材に対するニーズが今後、より一層拡大するこ

とが見込まれています。しかし、我が国の人口減少とともに、労働力人口も減少することが予想されており、

新たな IT 人材を獲得することはますます困難になる可能性が高いといえます。こうした状況の中で、拡大

する IT 需要に対応し、我が国のさらなる経済成長や企業競争力の強化を実現するためには、既存の IT 人材

の中でも、特に「シニア人材」などと呼ばれる経験豊富なベテラン層が継続して活躍できるようになるこ

とが重要な課題になると考えられます。

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）の会員企業の中でも、主に事業会社の IT 業務

を専門的に担当するために設立された子会社群は「情報子会社」などと呼ばれることがありますが、これ

らの企業の多くは、企業の IT 化が本格的に始まった1980年～1990年代に設立され、設立当時に入社

した人材が、今まさに、シニア人材として活躍し始めている状況にあります。今後も拡大が続く我が国の

IT 需要に対応するためには、豊富な経験やノウハウを有するこれらのシニア人材に、今後も長い間活躍し

ていただくことがきわめて重要であるといえます。

このような現状を踏まえて、JUASでは、令和元年度～令和２年度に、独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構（JEED）の「産業別高齢者雇用推進事業」の一環として、情報子会社におけるシニア人材

のさらなる活躍に向けた本ガイドラインを策定しました。多くの情報子会社において、このガイドライン

が活用され、経験豊富なシニア人材が、その経験やノウハウ・スキルを存分に活かして、今後、より一層

活躍できるようになることを、強く期待いたします。

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

はじめに
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本ガイドラインの対象読者

本ガイドラインは、以下のような方に読んでいただくことを想定しています。

経営層・人事担当者

シニア人材の活用は、今後情報子会社にとって大きな課題になることが予想されます。
こうした課題にどのように取り組むべきか検討中の経営層や人事担当者には、以下の
コンテンツがお薦めです。

�第１章「情報子会社におけるシニア人材活用の重要性」
�第２章「情報子会社におけるシニア人材活用の実態」
�第３章「情報子会社におけるシニア人材活用のさらなる推進に向けて」

現場のマネージャー

シニア人材として活躍する人材が増えるにつれて、現場で引き続き活躍する人材も増
えていくことが予想されます。シニア人材に現場で活躍していただく方法を考える現
場のマネージャーには、以下のコンテンツがお薦めです。

�第１章「情報子会社におけるシニア人材活用の重要性」
�第２章「情報子会社におけるシニア人材活用の実態」
�第３章「情報子会社におけるシニア人材活用のさらなる推進に向けて」

シニア人材としての活躍を目指す方

シニア人材自身が、自らが活躍するための方法を知っておくことも非常に重要です。
まさにこれからシニア人材としての活躍を目指す方には、以下のコンテンツがお薦め
です。

�第２章「情報子会社におけるシニア人材活用の実態」
�第３章「情報子会社におけるシニア人材活用のさらなる推進に向けて」
�第４章「さらなる活躍を目指すシニア人材に向けて」





独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
産業別高齢者雇用推進事業

情報子会社における 
シニア人材活用の重要性

第１章



我が国における IT 市場と
IT 人材の将来動向1
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はじめに、シニア人材が活躍する今後の環境として、我が国における IT 市場と IT 人材の将来動向を紹介しま
す。なお、本ガイドラインでは、55歳以上の人材を「シニア人材」と位置付けています。

❶�我が国の IT 市場と IT 人材の将来予測

経済産業省の調査結果をみると、我が国の IT 市場と IT 人材の将来については、以下のような予測が示されて
います。
短期的には、一時的な不況等の景気の波の影響を受ける可能性もありますが、IT 利活用のさらなる高度化の
ほか、AI 等の先端技術の急速な普及により、中長期的には、我が国の IT 需要は引き続き拡大する可能性が高い
と見込まれています。
また、拡大する IT 需要に伴って、IT 人材に対する需要もますます高まり、我が国の IT 人材は、中長期的に
は不足する可能性が高いことも示されています。

❷�我が国の IT 人材の年代分布の予測

上と同じ経済産業省の調査結果には、我が国の IT 人材の年齢分布の将来予測も示されています。次のページ
の図を見ると、今後、ますます55歳以上のシニア人材層の割合が高くなることが予想されています。
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2018年を100とした場合の市場規模（中位シナリオ）

2018年現在の
IT人材の需給
ギャップ

2030年の
IT人材の

需給ギャップ

約79万人
（高位シナリオ）

約45万人
（中位シナリオ）

約16万人
（低位シナリオ）

我が国のIT需要は
中長期的には拡大

経済産業省による IT 人材需給の将来予測

（出典）経済産業省「IT 人材需給に関する調査」（2019 年４月）
（※生産性上昇率 0.7% の場合）



第
1
章

情
報
子
会
社
に
お
け
る
シ
ニ
ア
人
材
活
用
の
重
要
性

7

前ページと本ページに示した調査結果は、国勢調査等に基づくものですが、次ページ以降には、本
ガイドライン策定のために実施した高齢者雇用推進事業の調査の結果を紹介します。これらの調査の
概要は、以下のとおりです。

企業向け
アンケート調査

調査対象
一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会
（JUAS）の会員企業のうち、「情報子会社」に
該当する企業（120社のうち54社が回答）

調査方法 Webアンケート 実施期間 2019年10月前半

個人向け
アンケート調査

調査対象
「IT関連業以外」の親会社を持つ「IT関連業」企業に勤
務する40歳～65歳の個人（241名）
（大手Web調査会社の登録モニターを利用）

調査方法 Webアンケート 実施期間 2019年10月下旬

企業向け
インタビュー調査

調査対象 JUAS会員企業である情報子会社（10社）

調査方法 対面インタビュー 実施期間 2019年11～12月

個人向け
インタビュー調査

調査対象 JUAS会員企業等からご紹介いただいた個人（4名）

調査方法 個別インタビュー
（オンライン） 実施期間 2020年6～7月

本ガイドライン策定のために実施した調査の概要
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15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

2010年国勢調査

2015年国勢調査

2020年の推計結果

2025年の推計結果

2030年の推計結果

今後、シニア人材の割合が
急速に高まる見込み

IT 人材の年代分布の推移

（出典）経済産業省「IT 人材需給に関する調査」（2019 年４月）
2010 年及び 2015 年は国勢調査による／ 2020 年以降は試算結果をもとにみずほ情報総研作成
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情報子会社における
シニア人材活用の重要性2

今後、我が国の IT 関連業務全体において、シニア人材の活用が重要な課題となると考えられますが、特に情
報子会社にとって、この課題は重要な課題として位置付けられます。ここでは、その背景や現状を紹介します。

❶�情報子会社の IT 人材の年代分布

前ページで紹介した高齢者雇用推進事業の調査結果のうち、情報子会社向けに実施した調査の結果によると、
情報子会社における人員の年代構成（各社における年代別人員数を合計したもの）は、以下のとおりとなって
います。情報子会社では、現在40代の人材が最も多く、約３割を占めているほか、50代以上の人材が全体の
約４分の１を占めています。

情報子会社では、人員の高齢化が進んでいるのでしょうか。以下の図を見ると、30代に年代分布のピークが
あるIT人材全体に対して、情報子会社の年代分布のピークは40代となっており、我が国全体のIT人材と比べて、
やや高齢化が進んでいることが分かります。

20代以下 30代 40代 50～54歳
55～59歳 60～64歳 65歳以上

16.9% 26.1% 30.1% 14.7% 8.6% 3.4%

0%

0.2%

25% 50% 75% 100%

全体

情報子会社人員の年代分布

（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
（※ IT ユーザー親会社からの出向者含む）

16.9%

26.1%
30.1%

23.3%

3.4%

18.1%

33.5%
30.7%

15.4%

2.1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

20代以下 30代 40代 50代 60代

情報子会社 IT人材全体

情報子会社と IT 人材全体の人員の年代構成の比較

（出典）情報子会社：JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
IT 人材全体：経済産業省「IT 人材需給に関する調査」（2019 年４月）
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❷�情報子会社における IT 人材構成の特徴

独立系の IT ベンダーなどにはない、情報子会社独自の IT 人材構成の特徴として、親会社との関係に基づく人
材移動が挙げられます。
以下の左図は、情報子会社における親会社からの出向者等の割合を示していますが、「親会社からの転籍者等」
と「親会社からの一時出向者」を合わせると１割を超え（13.6％）、親会社から受け入れる IT 人材の規模も無
視できないことが分かります。
また、以下の右図を見ると、情報子会社における50代の IT 人材の約６割、60代の IT 人材の約２割は、親
会社からの転籍者等となっており、親会社の IT 人材の高齢化やそれに伴う情報子会社への転籍者の増加等も、
情報子会社の IT 人材構成に影響を与える大きな要因となる可能性があることが分かります。

以下の図は、情報子会社とその親会社の IT部門の人員構成を比較した調査結果ですが、約４割の情報子会社は、
各年代に人材がおおむね均等に分布していると回答しているのに対して、IT 部門（親会社）では「40代中心」「50
代以上中心」という回答が約４割を占めています。
この結果から、親会社の IT 部門では、情報子会社よりも高齢化が進展していること、また、今後、親会社か
らの人員の受け入れなどが発生すれば、情報子会社では、予想以上に人員の高齢化が進む可能性があることが
分かります。

1.自社勤務者
84.6%

2.親会社への
一時出向者

1.8%

3.親会社からの
一時出向者

7.9%

4.親会社からの
転籍者等

5.7%

6.3%

37.5% 38.2%

16.4%

1.6%1.3% 2.2%

15.8%

61.3%

19.4%

0%

25%

50%

75%

100%

20代以下 30代 40代 50代 60代

親会社への一時出向者
親会社からの転籍者等

情報子会社における親会社との間の出向者の割合

（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

2.2%

3.7%

12.9%

5.5%

23.9%

12.8%

13.3%

9.2%

20.3%

53.2%

27.5%

15.6%

0% 25% 50% 75% 100%

IT部門 (n=1,005)

情報子会社 (n=113)

20代が半数以上 30代が半数以上
40代が半数以上 50代以上が半数以上
均等 その他

親会社の IT 部門と情報子会社の人員の年代分布の比較

（出典）JUAS「企業 IT 動向調査 2019」に基づき作成
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以下の図は、情報子会社に対して、親会社からのシニア人材の受け入れについて、親会社からどの程度期待
されているかを尋ねた結果ですが、「強く期待されている」「どちらかと言えば期待されている」を合わせると
約６割の企業が「期待されている」と回答しています。
大半の情報子会社では、自社の IT 人材の高齢化に加えて、親会社の IT 人材の高齢化やそれらの人材の受け入
れの可能性を踏まえて、シニア人材活用に向けた戦略や対策を検討することが必要な状況となっています。

❸�情報子会社におけるシニア人材活用の重要性

p.7に IT 人材全体の年代分布の推移予測を示しましたが、今回の調査結果に基づき、情報子会社の IT 人材に
限定して年代分布の推移を予測した結果が下図となります（現在情報子会社に所属する IT 人材が今後も勤務し
続けたと仮定して、５年後と10年後の年代分布を推計）。

情報子会社において現在最も多い40代のピークが今後50代へとシフトするほか、60代の人員の割合が
10年後に約２割に達する可能性があるという結果となっています。今後、親会社から受け入れるシニア人材が
増加すれば、より高い割合に達する可能性も十分に考えられます。
シニア人材は、将来的には情報子会社におけるボリュームゾーンの一翼となると予想されます。情報子会社
においても IT 人材の確保は経営課題の一つとなっていますが、その解決策としても重要なシニア人材の活用は、
将来的には、情報子会社にとって、より中心的な課題となる可能性が高いといえるでしょう。

13.0% 48.1% 29.6% 1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

全体 (n=54)

強く期待されている どちらかと言えば期待されている
どちらかと言えば期待されていない まったく期待されていない
無回答

7.4%7.4%

「IT ユーザー親会社からのシニア人材の受け入れ」についての情報子会社に対する期待

（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

17.2%

26.8%
30.0%

22.1%

3.8%

15.9%
20.3%

26.2%
26.6%

11.0%
15.2%

17.3%

22.2%
25.8% 19.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20代以下 30代 40代 50代 60代

現在 5年後 10年後

情報子会社人員の年代分布の将来推計

（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
（※ 親会社に戻る可能性が高い「親会社からの一時出向者」は除いて推計）
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情報子会社の危機意識と
人事制度の実態1

12 情報サービス業（情報⼦会社等）におけるシニア⼈材活⽤に関するガイドライン

本章では、本ガイドラインの策定のために実施した調査の結果に基づき、情報子会社におけるシニア人材活
用の実態と課題について紹介します。

❶�情報子会社の人員の高齢化に対する危機意識

第１章では、今後、情報子会社では、高齢化が予想以上に急速に進展する可能性があることを述べました。
このような状況を踏まえて、情報子会社に対して「今後、自社の人員の高齢化が進むことに対して危機感や課
題を感じているか」と尋ねたところ、その結果は、以下のとおりとなっています。
今回の調査に回答した情報子会社の半数近くが、人員の高齢化に対して危機感や課題を強く感じている状況
にあります。

44.4% 53.7% 1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

全体 (n=54)

強く感じている ある程度感じている
あまり感じていない まったく感じていない

「今後、自社の人員の高齢化が進むことに対して危機感や課題を感じているか」
という問いに対する情報子会社の回答

（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

また、現在、自社の人員の高齢化に対してどのように取り組んでいるかを尋ねたところ、以下のとおり、約
３割の企業ですでに新たな制度の導入を始めているほか、ほぼすべての企業で対策の検討を行っている、また
は検討を予定していることが分かりました。
情報子会社における人員の高齢化は、今後避けられない課題であり、多くの情報子会社が危機感を感じつつ、
新たな制度の導入などの取り組みを進めたり、検討している状況にあるといえます。

25.9% 35.2% 37.0% 1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

全体 (n=54)

すでに新たな制度の導入などを一部始めている
現在、今後の対策を検討している
今後、対策を検討する予定である
今後も、特に対策を検討する予定はない

自社の人員の高齢化に対する取り組みの状況
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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❷�シニア人材の活躍の前提となる人材制度の導入状況と課題

シニア人材の活躍の前提となる企業の重要な人事制度として、役職定年や定年制度、継続雇用制度が挙げら
れます。今回の回答企業に、役職定年制度と定年制度の導入状況を尋ねたところ、以下のような結果となりま
した。
定年制度については、ほぼすべての企業が導入しているものの、役職定年制度を導入している企業は約３分
の１となっています。

33.3%

98.1%

63.0% 3.7%

1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

役職定年制度 (n=54)

定年制度 (n=54)

導入している 導入していない 無回答

役職定年制度と定年制度の導入状況
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

役職定年制度や定年制度を導入している企業に対して、その対象となる年齢を尋ねた結果は下図のとおり
です。
課長クラスの人材の役職定年年齢としては「55歳」という回答が最も多く、役職定年を導入している18社
中７社となりました。参考までに、部長クラスの人材については「57歳」と「58歳」がそれぞれ４社ずつで
同率一位となりました。
定年年齢については、「60歳」の企業が９割近いものの、「63歳」や「65歳」の企業もみられます。

88.7%

3.8%

3.8%

3.8%

0% 25% 50% 75% 100%

60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳

71歳以上
無回答

定年制度導入企業 (n=53)

（47社）

（2社）

（2社）

（2社）

定年年齢

0.0%

5.6%

38.9%

5.6%

16.7%

16.7%

0.0%

5.6%

0.0%

5.6%

5.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 25% 50% 75% 100%

役職定年の対象にならない
54歳以下

55歳
56歳
57歳
58歳
59歳
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳

71歳以上

役職定年導入企業 (n=18)

（7社）

（1社）

（1社）

（3社）
（3社）

（1社）

（1社）

（1社）

役職定年年齢（課長級）

回答企業の役職定年年齢と定年年齢
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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定年後の継続雇用制度の導入・実施状況について尋ねたところ、以下のような結果となりました。
全体としては、９割以上の企業が継続雇用制度を導入しています。また、継続雇用制度の形態としては、多
くの企業が「勤務延長制度」ではなく「再雇用制度」を導入しており、原則として希望者全員が再雇用される
企業が約８割となっています。

1.9% 92.6% 3.7% 1.9%

0% 25% 50% 75% 100%

全体 (n=54)

対象者が定年以降も退職することなく引き続き雇用される「勤務延長制度」を導入している
対象者が定年時にいったん退職した後、再び雇用される「再雇用制度」を導入している
「勤務延長制度」も「再雇用制度」も導入していない
無回答

継続雇用制度の導入状況
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

78.0% 22.0%

0% 25% 50% 75% 100%

「再雇用制度」導入企業 (n=50)

原則として希望者全員が再雇用される

一定の年齢まで希望者全員を再雇用の対象とし、
一定年齢以降は基準に該当する者だけを再雇用の対象としている

再雇用制度における希望者の雇用状況
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

また、以下の結果をみると、継続雇用時は、雇用形態が正社員から嘱託社員や契約社員に変更されるケース
が多いことが分かります。そのため、賃金水準も、継続雇用前とは変わる企業が多いと考えられます。

5.9% 82.4% 3.9%5.9% 2.0%

0% 25% 50% 75% 100%

継続雇用制度導入企業 (n=51)

原則として変更されない（正社員のまま）
原則として変更される（嘱託社員や契約社員になる）
対象者による（正社員のケースのほうが多い）
対象者による（嘱託社員や契約社員のケースのほうが多い）
無回答

継続雇用時の雇用形態
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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以下の図は、継続雇用された場合の賃金水準（制度上可能な上限と下限のほか、実際に最も多い水準）につ
いての回答結果です。なお、今回の調査において、賃金水準の比較対象は、賃金の最高時（例えば役職定年が
ある場合は役職定年前）としています。この結果によれば、「２．最も多い水準（最頻値）」としては、最高時
賃金の５～６割という回答が多く、継続雇用時は、継続雇用前と比べて賃金が低下する企業が多いことが分か
ります。

3.最低水準（下限）2.最も多い水準（最頻値）1.最高水準（上限）

7.8%

0.0%

13.7%

37.3%

15.7%

9.8%

2.0%

0.0%

0.0%

13.7%

0% 25% 50% 75% 100%

最高時賃金とほぼ同じ
最高時賃金の9割程度
最高時賃金の8割程度
最高時賃金の7割程度
最高時賃金の6割程度
最高時賃金の5割程度
最高時賃金の4割程度
最高時賃金の3割程度
最高時賃金の2割以下

無回答

継続雇用制度導入企業 (n=51)

0.0%

0.0%

0.0%

5.9%

17.6%

21.6%

23.5%

15.7%

2.0%

13.7%

0% 25% 50% 75% 100%

最高時賃金とほぼ同じ
最高時賃金の9割程度
最高時賃金の8割程度
最高時賃金の7割程度
最高時賃金の6割程度
最高時賃金の5割程度
最高時賃金の4割程度
最高時賃金の3割程度
最高時賃金の2割以下

無回答

継続雇用制度導入企業 (n=51)

0.0%

0.0%

5.9%

17.6%

25.5%

25.5%

9.8%

3.9%

0.0%

11.8%

0% 25% 50% 75% 100%

最高時賃金とほぼ同じ
最高時賃金の9割程度
最高時賃金の8割程度
最高時賃金の7割程度
最高時賃金の6割程度
最高時賃金の5割程度
最高時賃金の4割程度
最高時賃金の3割程度
最高時賃金の2割以下

無回答

継続雇用制度導入企業 (n=51)

継続雇用された場合の賃金水準
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

ここまでの結果を見ると、継続雇用制度をきっかけに雇用形態が変わり、それに伴って賃金水準も変わる場
合が多いことが分かりますが、継続雇用後も管理職として活躍できるかどうかという点については、以下の図
のとおり「活躍できる」という企業が約半数に上っています。

47.1%
0.0%

49.0%
2.0%

2.0%

0% 25% 50% 75% 100%

継続雇用制度導入企業 (n=51)

継続雇用後も、管理職として活躍できる
正社員として継続雇用された場合のみ、管理職として活躍できる
継続雇用後は、管理職として活躍できない
その他
無回答

継続雇用された場合の管理職としての活躍の可能性
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

43.1%

41.2%

31.4%

31.4%

7.8%

5.9%

3.9%

3.9%

13.7%

2.0%

0% 25% 50% 75% 100%

管理職だった従業員の処遇が難しい
対象者に適した業務の確保が難しい

対象者の希望と会社側が想定している条件が合わない
組織の世代交代が停滞しやすい

対象者が継続雇用制度について十分に理解していない
対象者に適した作業環境が十分に整備されていない

対象者が周囲との摩擦を起こしやすい
その他

特に課題はない
無回答

継続雇用制度導入企業 (n=51)

継続雇用制度に関する課題
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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継続雇用制度の実施に関する課題としては、「管理職だった従業員の処遇が難しい」「対象者に適した業務の
確保が難しい」などが上位に挙げられているほか、「組織の世代交代が停滞しやすい」などの回答も比較的多く
挙げられています。

❸�定年制度等の経験によるシニア人材のモチベーションの変化

定年制度等の人事制度に関する大きな課題として、シニア人材個人の観点からはモチベーションの変化が挙
げられます。
以下の図は、各種制度の経験者に対して、モチベーションがどのように変化したのかを尋ねた結果です。役
職定年制度の経験者の中に、モチベーションが「かなり下がった」という回答が最も多い点が注目されます。
ただし、「やや下がった」という回答までを含めると、定年制度の経験者にモチベーションが下がったという回
答が最も多くなっています。

39.3%

28.6%

35.0%

28.6%

47.6%

35.0%

32.1%

23.8%

30.0%

0% 25% 50% 75% 100%

役職定年経験者 (n=28)

定年経験者 (n=21)

継続雇用制度利用者 (n=20)

かなり下がった やや下がった 特に変わらなかった

各種人事制度を経験したことによる個人のモチベーションの変化
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

47.4%

52.6%

21.1%

10.5%

36.8%

15.8%

5.3%

0.0%

0.0%

0.0%

68.8%

31.3%

25.0%

25.0%

12.5%

12.5%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

57.1%

35.7%

21.4%

28.6%

7.1%

14.3%

7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 25% 50% 75% 100%

給与水準が下がったのに、仕事の内容は変わらないから
（＝仕事の負担が軽くなれば、モチベーションは変わらなかった）

給与水準が下がったから

責任ある役職を外れたから

働きぶりや成果があまり評価されなくなったから

仕事のやりがいが減ったように感じるから

自分の能力に見合った仕事ができなくなったから

元部下や後輩が上司になったから

元部下や後輩との接し方が分からないから

仕事以外にやりたいことが見つからないから

その他

役職定年経験者（n=19）
定年経験者（n=16）
継続雇用制度利用者（n=14）

※ 前図の設問において、モチベーションが「かなり下がった」
又は「やや下がった」と回答した方が対象

モチベーションが下がった理由（２つまで複数回答可）
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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前ページの下段の図の各種制度によってモチベーションが下がった理由をみると、役職定年経験者には「給
与水準が下がったから」「仕事のやりがいが減ったように感じるから」という理由が多いのに対して、定年制度
経験者や継続雇用制度利用者には「給与水準が下がったのに、仕事の内容は変わらないから」「働きぶりや成果
があまり評価されなくなったから」という理由が多くなっています。これらの結果からは、給与水準が低下し
た場合に仕事の内容に配慮することや定年後も働きぶりや成果を評価することの重要性が示されているといえ
ます。

なお、モチベーションの変化については、以下の図のとおり、実際に定年等の各種制度を経験した回答者と
未経験の回答者では、かなり差がみられるという点も注目されます。

※ 勤務先に定年制度がある方についての集計結果

28.6%

20.4%

47.6%

22.8%

23.8%

56.8%

0% 25% 50% 75% 100%

定年経験者 (n=21)

定年未経験者 (n=206)

かなり下がった（かなり下がると思う）
やや下がった（やや下がると思う）
特に変わらない（特に変わらないと思う）

定年制度によるモチベーションの変化（経験者と未経験者の比較）
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

39.3%

22.9%

28.6%

29.4%

32.1%

47.7%

0% 25% 50% 75% 100%

役職定年経験者
(n=28)

役職定年未経験者
(n=109)

かなり下がった（かなり下がると思う）
やや下がった（やや下がると思う）
特に変わらない（特に変わらないと思う）

※ 勤務先に役職定年制度がある方についての集計結果

役職定年制度によるモチベーションの変化（経験者と未経験者の比較）
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

例えば、上の図のように、定年未経験者の６割近くが、定年によって自分
自身のモチベーションは「特に変わらないと思う」と回答していますが、実
際に経験した回答者の回答をみると、「特に変わらない」という回答は４分
の１以下となっています。

同様の傾向は、下の図の役職定年経験者と未経験者の間にもみることがで
き、未経験者の半数近くが自分自身のモチベーションは「特に変わらないと
思う」と回答していますが、実際に経験した回答者のうち「特に変わらない」
と回答した割合は３分の１程度となっています。
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❹�自社の人事制度に対するシニア人材の理解度

モチベーションの変化とともに、シニア人材にとっての大きな課題になり得るのが、定年制度や継続雇用制
度等の各種人事制度に対する個人の理解度です。
以下の図は、自社の定年制度等に対する理解度を尋ねた結果を年代別に示したものですが、　この結果をみる
と、40代の人材は、制度を通じた給与水準等の変化について具体的に知っている割合が50代と比べて少ない
ことがわかります。

12.5%

23.9%

50.0%

65.0%

53.7%

50.0%

22.5%

22.4%

0% 25% 50% 75% 100%

40代 (n=40)

50代 (n=67)

60代 (n=2)

具体的に知っている 何となく知っている 知らない
※ 勤務先に役職定年制度があり、役職定年をまだ経験していない方が回答

「自身が役職定年になると給与水準がどのくらい変化するか」を知っているか
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

14.8%

32.5%

52.5%

46.0%

100.0%

32.8%

21.4%

0% 25% 50% 75% 100%

40代 (n=61)

50代 (n=126)

60代 (n=1)

具体的に知っている 何となく知っている 知らない

※ 勤務先に継続雇用制度があり、雇用延長や再雇用をまだ経験していない方が回答

「勤務先の継続雇用制度を利用すると給与水準がどのくらい変化するか」を知っているか
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

下段の図の継続雇用制度を利用した際の給与水準の変化については、「具体的に知っている」という回答の割
合が、40代では50代の半分以下となっており、40代の約３分の１は「知らない」と回答しています。

自分自身に起こり得る変化について十分に知っているかという点も、個人のモチベーションに大きな影響を
与える可能性があります。シニア人材になった際に、モチベーションが大きく低下することを防ぐためにも、
将来、自分自身に起こり得る変化について、早期のうちから具体的に理解しておくことが重要であるといえます。
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❺�その他の各種制度に関する情報子会社の取り組みの状況

シニア人材の活用に向けた取り組みとしては、人事制度以外にも、様々な施策が考えられます。このような
観点から、人事制度以外の施策も含め、人材の高齢化に関して実施している取り組みの状況を尋ねたところ、
その結果は以下のとおりとなりました。

3.7%

25.9%

29.6%

50.0%

31.5%

42.6%

40.7%

38.9%

22.2%

11.1%

18.5%

33.3%

13.0%

18.5%

16.7%

24.1%

22.2%

22.2%

16.7%

1.9%

72.2%

38.9%

50.0%

29.6%

50.0%

33.3%

37.0%

35.2%

55.6%

81.5%

5.6%

1.9%

7.4%

1.9%

1.9%

0.0%

0.0%

3.7%

5.6%

5.6%

0% 25% 50% 75% 100%

1.定年制の廃止や雇用上限年齢の66歳以上への引き上げ

2.役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善

3.成果連動型の報酬の導入

4.勤務時間の短縮化や勤務形態の弾力化

5.働きやすい環境の整備（シニア人材の呼称・執務場所等）

6.若手人材に対する技術伝承の推進や人材育成支援

7.新たな知識やスキル・資格等の習得に対する支援

8.キャリアプラン等についてのセミナーや面談の実施

9.グループ内の関係企業等での活躍先の紹介・あっせん

10.グループ外の企業等での活躍先の紹介・あっせん

すでに実施している 実施に向けた検討を行っている
実施も検討も特に行っていない 無回答

（n=54）

シニア人材の活用に向けた取り組みの実施・検討状況
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

「勤務時間の短縮化や勤務形態の弾力化」については、すでに半数程度の企業が「実施している」と回答して
います。また、「若手人材に対する技術伝承の推進や人材育成支援」「新たな知識やスキル・資格等の習得に対
する支援」「キャリアプラン等についてのセミナーや面談の実施」についても、約４割の企業が「実施している」
と回答しました。
その他、「役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善」については、「実施している」という
回答は約３割近くに上っていますが、「実施に向けた検討を行っている」という回答も約３割となっており、今後、
取り組みが進展する可能性が高いと考えられます。

次ページの図は、上の図と同じ選択肢を用いて、各取り組みをさらに推進す
べきかどうかについて尋ねた結果ですが、「若手人材に対する技術伝承の推進や
人材育成支援」や「勤務時間の短縮化や勤務形態の弾力化」については、今後
もさらに取り組みを推進すべきだと感じている企業が多いことが読み取れる結
果となっています。
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3.7%

13.0%

16.7%

25.9%

18.5%

31.5%

13.0%

14.8%

7.4%

3.7%

66.7%

68.5%

55.6%

57.4%

46.3%

66.7%

46.3%

61.1%

46.3%

33.3%

22.2%

14.8%

20.4%

13.0%

25.9%

33.3%

18.5%

22.2%

33.3%

3.7%

1.9%

3.7%

0.0%

5.6%

0.0%

3.7%

1.9%

20.4%

25.9%

3.7%

1.9%

3.7%

3.7%

3.7%

1.9%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

0% 25% 50% 75% 100%

1.定年制の廃止や雇用上限年齢の66歳以上への引き上げ

2.役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善

3.成果連動型の報酬の導入

4.勤務時間の短縮化や勤務形態の弾力化

5.働きやすい環境の整備（シニア人材の呼称・執務場所等）

6.若手人材に対する技術伝承の推進や人材育成支援

7.新たな知識やスキル・資格等の習得に対する支援

8.キャリアプラン等についてのセミナーや面談の実施

9.グループ内の関係企業等での活躍先の紹介・あっせん

10.グループ外の企業等での活躍先の紹介・あっせん

強くそう思う どちらかと言えばそう思う
どちらかと言えばそう思わない まったくそう思わない
無回答

（n=54）

シニア人材の活用に向けて今後さらに推進すべき取り組み
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

一方、以下の図は、シニア人材個人向けのアンケート調査において、上の図と同様の選択肢を用いて「所属
企業にもっと取り組んでほしい取り組み」を尋ねた結果です。

18.3%

24.1%

12.0%

17.0%

17.8%

19.1%

17.0%

13.7%

13.7%

14.5%

41.9%

49.4%

43.6%

58.9%

55.6%

54.8%

50.2%

51.5%

49.4%

46.9%

27.8%

17.4%

33.2%

16.6%

18.3%

18.7%

24.9%

25.7%

25.3%

25.3%

12.0%

9.1%

11.2%

7.5%

8.3%

7.5%

7.9%

9.1%

11.6%

13.3%

0% 25% 50% 75% 100%

1.定年制の廃止や雇用上限年齢の66歳以上への引き上げ

2.役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善

3.成果連動型の報酬の導入

4.勤務時間の短縮化や勤務形態の弾力化

5.働きやすい環境の整備（シニア人材の呼称・執務場所等）

6.若手人材に対する技術伝承の推進や人材育成支援

7.新たな知識やスキル・資格等の習得に対する支援

8.キャリアプラン等についてのセミナーや面談の実施

9.グループ内の関係企業等での活躍先の紹介・あっせん

10.グループ外の企業等での活躍先の紹介・あっせん

強くそう思う どちらかと言えばそう思う
どちらかと言えばそう思わない まったくそう思わない

（n=241）

所属企業にもっと取り組んでほしい取り組み
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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個人向け調査では、「役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善」について取り組んでほしい
という声が最も多いという結果になりました。

以下の図は、個人向け調査の回答に基づき、個人からみた企業の取り組み状況に対する印象と、もっと取り
組んでほしいという回答のギャップを示したものです。
この図を見ると、「役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善」について、個人は、現在は取
り組まれていないが、もっと取り組んでほしいと感じていることがうかがえます。その他、「グループ外の企業
等での活躍先の紹介・あっせん」や「働きやすい環境の整備（シニア人材の呼称・執務場所等）」についても、
個人の希望と実際の実施状況のギャップが大きいことが分かります。

24.5%

17.0%

30.3%

31.1%

20.7%

20.7%

39.0%

53.5%

42.7%

38.6%

73.4%

61.4%

73.4%

73.9%

63.1%

60.2%

67.2%

75.9%

65.1%

55.6%

0% 25% 50% 75% 100%

2.役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善

10.グループ外の企業等での活躍先の紹介・あっせん

5.働きやすい環境の整備（シニア人材の呼称・執務場所等）

6.若手人材に対する技術伝承の推進や人材育成支援

9.グループ内の関係企業等での活躍先の紹介・あっせん

1.定年制の廃止や雇用上限年齢の66歳以上への引き上げ

7.新たな知識やスキル・資格等の習得に対する支援

4.勤務時間の短縮化や勤務形態の弾力化

8.キャリアプラン等についてのセミナーや面談の実施

3.成果連動型の報酬の導入

取り組んでいる もっと取り組んでほしい

（n=241）

企業の取り組みに対する印象とニーズとのギャップ（大きい順）
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

�「役職定年後や定年後（継続雇用制度利用時）の処遇の改善」�のほか、「グループ外の企業等での活躍先の紹介・
あっせん」や「働きやすい環境の整備（シニア人材の呼称・執務場所等）」などは、今後、重点的な推進が期待
される施策であるといえます。
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前ページの図では、「若手人材に対する技術伝承の推進や人材育成支援」についても「もっと取り組んでほしい」
という意見が多く、全体の第２位となっていましたが、この点について、以下の図のとおり、情報子会社に対して、
人材の高齢化に対する施策や世代交代を推進する上での課題を尋ねた結果をみると、「古いシステムの維持・運
用が人に依存」という回答が最上位となっていることがわかります。

32.1%

37.7%

7.5%

9.4%

5.7%

3.8%

1.9%

31.9%

21.3%

14.9%

4.3%

8.5%

8.5%

2.1%

6.4%

8.3%

11.1%

13.9%

22.2%

11.1%

8.3%

8.3%

2.8%

13.9%

0% 25% 50% 75% 100%

古いシステムの維持・運用が人に依存
異動、配置転換に関する事業部門の協力

ITに関する育成施策の不備（自社で育成できない）
育成のための機会（大規模なPJ等）がない
人員確保に向けたIT部門貢献のアピール不足

優秀な若手は、育てても他の事業部に異動してしまう
世代交代に対する経営者の理解

社内でのITに対する優先度が低い（コスト優先）
ITに対して若手の意欲が上がらない

課題はない

第１位 (n=53) 第２位 (n=47) 第３位 (n=36)

高齢化に対する施策や世代交代を進める上での課題
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

この回答が最上位となっている背景には、長期間利用されているシステムに関するノウハウやスキルがシニ
ア人材に属人化しており、若手人材へのスキル伝承が効率的に進展していないという情報子会社の課題が存在
すると考えられます。

シニア人材が有するスキルを若手人材に伝承していく必要があるという点を、シニア人材自身（個人）が強
く感じているという結果は、非常に興味深いといえます。
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人事制度や施策に続き、情報子会社におけるシニア人材の担当業務についての調査結果を紹介します。

❶�情報子会社のシニア人材の担当業務（現在：個人）

シニア人材にどのような仕事を任せるかという点も、シニア人材活用に関する大きな課題であるといえます。
このような観点から、今回実施した調査では、シニア人材が現在担当している業務と、今後担当したい／担当
してもらいたい業務について、個人と情報子会社の双方に尋ねました。その際に用いた業務の区分は、以下の
図のとおりです。

IT分野の専門性が必要な仕事 IT分野の専門性を
それほど必要としない仕事

自社内
事業部門 A（SE・PM等） B（営業）

D（総務等）
管理部門 C（企画・品質管理等）

ITユーザー親会社 E（IT部門等） F（総務部門等）

情報子会社の人材が担当する主な業務
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

以下の図は、情報子会社に所属する個人が、現在担当している業務について回答した結果ですが、年代別の
回答結果をみると、年代が上がるにつれて、「C（企画・品質管理等）」の管理系の業務に従事する個人の割合が
高くなっていることが分かります。

86.1%

69.3%

63.6%

1.4%

6.3%

10.7%

22.7%

1.3%

3.6%

4.5%

5.1%

14.3%

9.1%

0.7%

1.3%

0% 25% 50% 75% 100%

40代 (n=79)

50代 (n=140)

60代 (n=22)

上の図の「A」 上の図の「B」
上の図の「C」 上の図の「D」
上の図の「E」 上の図の「F」
上の図以外（その他）

情報子会社の人材が現在担当している業務
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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❷�情報子会社のシニア人材の担当業務（今後の希望：個人）

現在担当している業務に対して、今後最も希望する業務を尋ねたところ、以下の図のような結果となりました。
約６割の個人が、今後も事業部門の現場業務である「A（SE、PM等）」と回答しています。「C（企画・品質
管理等）」「D（総務等）」「E（親会社の IT 部門等）」などの回答も３分の１程度みられますが、半数以上の個人は、
事業部門の現場業務を希望していることが分かりました。

IT分野の専門性が必要な仕事 IT分野の専門性を
それほど必要としない仕事

自社内
事業部門 A（SE・PM等） B（営業）

D（総務等）
管理部門 C（企画・品質管理等）

ITユーザー親会社 E（IT部門等） F（総務部門等）

74.3%

61.0%

0.8%

2.5%

10.4%

14.5%

2.9%

5.8%

10.8%

12.4%

0.4%

1.2%

0.4%

2.5%

0% 25% 50% 75% 100%

あなたが現在担当している業務

あなたが今後最も希望する業務

上の図の「A」 上の図の「B」
上の図の「C」 上の図の「D」
上の図の「E」 上の図の「F」
上の図以外（その他）

（n=241）

情報子会社の人材が今後最も希望する業務
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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❸�情報子会社のシニア人材に期待する業務（今後の期待：企業）

以下の図は、シニア人材個人ではなく、情報子会社側に、今後シニア人材がどのような業務を担当する可能
性が高いか、また、企業側はどのような業務を担当することを期待しているのか、という点について尋ねた結
果です。

IT分野の専門性が必要な仕事 IT分野の専門性を
それほど必要としない仕事

自社内
事業部門 A（SE・PM等） B（営業）

D（総務等）
管理部門 C（企画・品質管理等）

ITユーザー親会社 E（IT部門等） F（総務部門等）

2.今後、シニア人材の従事者が
特に増えると予想される業務可能性がある業務

1.今後、シニア人材が従事する 3.企業がシニア人材に
特に期待している業務

96.3%

77.8%

38.9%

79.6%

13.0%

3.7%

0.0%

75% 100%0% 25% 50%

上の図の「A」
上の図の「B」
上の図の「C」
上の図の「D」
上の図の「E」

無回答
上の図の「F」

全体 (n=54)

81.5%

9.3%

13.0%

42.6%

0.0%

0.0%

0%

9.3%

25% 50% 75% 100%

上の図の「A」
上の図の「B」
上の図の「C」
上の図の「D」
上の図の「E」

無回答
上の図の「F」

全体 (n=54)

81.5%

9.3%

13.0%

44.4%

1.9%

0.0%

7.4%

75% 100%

上の図の「B」

0% 25% 50%

上の図の「A」

上の図の「C」
上の図の「D」
上の図の「E」

無回答
上の図の「F」

全体 (n=54)

情報子会社がシニア人材に期待する業務
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

この結果をみると、回答企業の多くは、シニア人材に対して、現場事業部門の業務を引き続き担当すること
を期待していることがわかります。

今後、シニア人材の割合が急増する可能性がある情報子会社において、シニア人材は、中堅人材として活躍
した実績をベースに、引き続き現場で活躍することが期待されているといえるでしょう。



情報子会社における
シニア人材活用に向けた課題3

26 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

前ページまでの調査結果から、情報子会社のシニア人材に対しては、今後も現場で活躍することが期待され
ていることが分かりました。現場で活躍し続けるためのシニア人材の課題は何か。こうした観点から、シニア
人材の弱みや課題に関する調査結果を紹介します。

❶�情報子会社（企業）から見た課題

以下の図は、シニア人材の弱みや課題について、企業側が回答した結果ですが、シニア人材に関する課題と
しては、「新しいスキルや技術の習得に対する意欲が低いこと」が最上位に挙げられています。また、「保有し
ているスキルや技術が古いこと」が２番目となっているほか、「新しいスキルや技術の習得に時間がかかる」と
いう課題も４番目に挙げられています。
これらの結果を踏まえると、新しいスキルや技術の習得は、シニア人材の大きな課題になっているといえます。

51.9%

48.1%

48.1%

37.0%

7.4%

31.5%

20.4%

7.4%

1.9%

0%

0.0%

25% 50% 75% 100%

コスト（人件費）が高いこと
体力が衰えていること

不満が多いこと
その他

全体 (n=54)

新しいスキルや技術の習得に対する意欲が低いこと
保有しているスキルや技術が古いこと

年下の管理職やリーダー等から指示がしづらいこと
新しいスキルや技術の習得に時間がかかること

接し方に配慮が要ること
働くことそのものに対する意欲が低いこと

シニア人材の弱みや課題
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：企業向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

また、上の図の３番目に「年下の管理職やリーダー等から指示がしづらいこと」
という課題が挙がっている点も注目されます。
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❷�シニア人材（個人）から見た課題

以下の図は、個人に対して60歳以降も自身が活躍する上での不安や課題を尋ね
た結果ですが、２番目に「新しい知識を学ぶ力・記憶力」などが挙げられており、
企業だけではなく個人も、自分の新しい知識を学ぶ力に対して不安を感じているこ
とが分かります。
シニア人材が活躍し続けるために、新しい技術や知識をどのように吸収していく
か、という点は、大きな課題になっているといえます。

26.1%

25.3%

24.9%

21.2%

19.1%

23.7%

17.0%

22.0%

17.8%

18.7%

49.4%

46.5%

44.0%

47.3%

49.0%

42.7%

42.7%

49.0%

46.1%

43.2%

28.2%

24.5%

31.1%

31.5%

32.0%

33.6%

34.0%

35.3%

35.3%

0%

39.0%

25% 50% 75% 100%

マネジメント力

専門的知識・スキル

やや不安や課題がある

貯蓄・収入

新しい知識を学ぶ力・記憶力

新しい環境への適応力・柔軟性

体力・健康

働く意欲・モチベーション

新しい経験に対する挑戦意欲（チャレンジ精神）

地域の同じ世代とのコミュニケーション力

自分より若い世代とのコミュニケーション力

非常に不安や課題がある
あまり不安や課題はない

（n=241）

60歳以降も活躍する上での不安や課題
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

なお、次ページの図は、上の「60歳以降も活躍する上での不安や課題」のうち、最上位に挙げられた「貯蓄・収入」
という回答を年代別にみた結果です。この結果をみると、40代のほうが、60代よりも「非常に不安や課題がある」
と回答した割合が多く、60代に近づくにつれて、不安を感じる割合が減っていることがわかります。

40代のほうが60代よりも不安が強いという傾向は、上の図の「貯蓄・収入」以外の他の項目にも同様にみ
られます。シニア人材として活躍できる可能性を具体的に理解し、将来に対する不安をやわらげることも、重
要な取り組みであるといえます。



28 情報サービス業（情報⼦会社等）におけるシニア⼈材活⽤に関するガイドライン

34.2%

23.6%

13.6%

49.4%

49.3%

50.0%

16.5%

27.1%

0%

36.4%

25% 50% 75% 100%

40代 (n=79)

50代 (n=140)

60代 (n=22)

やや不安や課題がある非常に不安や課題がある
あまり不安や課題はない

60歳以降も活躍する上での不安や課題（貯蓄・収入）
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

❸�シニア人材になる前に取り組んでおくべきこと

今回の調査では、これからシニア人材として活躍される方へのアドバイスとして、50代後半以上の回答者に
対して、40代から50代前半までに取り組んでおけばよかったことを尋ねてみました。
以下の図がその結果ですが、「IT 分野の最新の技術・スキルの習得」や「専門性の向上」などの回答が上位に
挙がっていることが分かります。新しい技術やスキルの取得や専門性の向上については、シニア人材になる以
前から、取り組んでおくことが重要であることがうかがえます。

42.0%

41.0%

38.0%

32.0%

26.0%

22.0%

19.0%

17.0%

14.0%

9.0%

0%

15.0%

25%

8.0%

6.0%

3.0%

50% 75% 100%

マネジメント力の向上

後進人材の育成

働かなくても済むような生活資金の貯蓄

IT分野の最新の技術・スキルの習得

専門性の向上

社外での人脈・ネットワーク形成

全体 (n=100)
※ 55歳以上の方のみが回答

社内での人脈・ネットワーク形成

独立開業等ができるような専門資格の習得

社外での活躍の場や可能性に対する十分な理解

独立開業等に向けた資金面の準備

自社の定年制や継続雇用制度等に対する十分な理解

自社の役職定年制度に対する十分な理解

その他

特にない

40代から50代前半に取り組んでおけばよかったこと
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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以下の図は、前ページの図を定年経験者と未経験者に分けて示したものです。
定年経験者の回答に注目すると、「社外での人脈・ネットワーク形成」や「社外での活躍の場に対する十分な
理解」などの回答が、未経験者を上回っています。これらの点は、定年経験者にとって、より強く感じられる
といえます。
定年を経ると、数年後には社外で活躍するという次のステージが、より明確に感じられるようになるのでは
ないかと考えられます。この結果を踏まえると、定年を見据えて、社外での活躍の可能性を自ら認識できるよ
うな機会の創出も重要であるといえるでしょう。

38.1%

33.3%

38.1%

23.8%

14.3%

23.8%

23.8%

14.3%

4.8%

4.8%

4.8%

0.0%

0.0%

19.0%

40.8%

42.1%

28.9%

28.9%

40.8%

18.4%

10.5%

21.1%

17.1%

10.5%

6.6%

9.2%

2.6%

14.5%

25% 50% 75% 100%

マネジメント力の向上

後進人材の育成

0%

働かなくても済むような生活資金の貯蓄

IT分野の最新の技術・スキルの習得

社外での人脈・ネットワーク形成

専門性の向上

定年経験者 (n=21)
定年未経験者 (n=76)

社外での活躍の場や可能性に対する十分な理解

独立開業等ができるような専門資格の習得

社内での人脈・ネットワーク形成

独立開業等に向けた資金面の準備

自社の役職定年制度に対する十分な理解

自社の定年制や継続雇用制度等に対する十分な理解

その他

特にない

※ 55歳以上で勤務先に定年制度がある方についての集計結果

40代から50代前半に取り組んでおけばよかったこと（50代以降：定年経験別）
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）
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今回のアンケート調査にご回答をいただいた情報子会社の個人の方々は、今後、各年代でどのくら
い働きたいと考えているのでしょうか。この点について尋ねたところ、その回答は以下のとおりとな
りました。

※ 現在61歳以上の回答者は「56～60歳頃」の回答は省略

80.4%

46.1%

10.4%

0.4%

4.0%

14.9%

14.9%

7.5%

6.7%

14.1%

24.9%

14.9%

1.8%

3.7%

12.9%

14.9%

12.4%

0.0%

.2 5%
5.0%

5%7.

4.6%

17.0%

36.9%

51.0%

58.5%

7.1%

16.6%

19.9%

24.9%

25.3%

0%

26.1%

25% 50% 75% 100%

56～60歳頃（n=224）

61～65歳頃（n=241）

66～70歳頃（n=241）

71～75歳頃（n=241）

76～80歳頃（n=241）

81歳以上（n=241）

約4割

約2.5割

週5日フルタイムで働く
週5日、短時間（パートタイム）で働く
週3～4日働く
週1～2日働く
まったく働かない
まだ分からない

0.8%
3.7%

0.4%
7.1%

今後の年代別の働き方に関する希望
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

60歳頃までは多くの方が「週５日フルタイムで働く」
ことを希望しているのに対して、61～ 65歳頃ではそ
れが半数程度になり、66～ 70歳頃には約１割となっ
ています。しかし、「まったく働かない」という回答が半
数を超えるのは 76～ 80歳頃となっており、75歳頃
までは４割近くの方が、働く日数に差はあるものの、何
らかの形で働きたいと考えていることが分かります。

なお、各年代で働きたい理由を尋ねたところ、右図の
とおり、年代が上がるにつれて、「ゆとりある生活に向け
た収入を得るため」などの回答が減少し、「社会とのつな
がりを維持するため」などの回答が増えていることが読
み取れます。

各年代で働きたい理由
（出典）JUAS「高齢者雇用推進事業：個人
向けアンケート調査結果」（2019 年 10 月）

78.8%

59.1%

27.9%

32.2%

26.9%

15.4%

1.0%

28.4%

70.0%

54.7%

32.1%

17.4%

30.5%

10.0%

13.2%

1.1%

45.4%

66.4%

38.8%

15.8%

32.2%

6.6%

5.9%

0.0%

60.9%

33.7%

43.5%

34.8%

19.6%

2.2%

12.0%

0.0%

61.4%

38.6%

43.9%

40.4%

19.3%

15.8%

1.8%

0.0%

62.2%

27.0%

24.3%

32.4%

10.8%

10.8%

5.4%

0%

0.0%

50%25% 75% 100%

最低限の生活に必要な収入を得るため

ゆとりある生活に向けた収入を得るため

やりがいのある生活を送るため

社会とのつながりを維持する（孤独にならない）ため

自分の経験やスキルを生かして社会に貢献するため

その他

子どもの教育費などの資金が必要なため

自分の経験やスキルをさらに磨き続けるため

56～60歳頃 (n=208)
61～65歳頃 (n=190)
66～70歳頃 (n=152)
71～75歳頃 (n=92)
76～80歳頃 (n=57)

※ その年代で週何日か働くことを希望した方のみ回答
81歳以上 (n=37)

働き方に関する個人の希望�～�働くのは何歳まで？
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情報子会社における
シニア人材活用のポイント1

32 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

第３章では、本ガイドライン策定のために実施したアンケート調査やインタビュー調査の結果から、親会社（事
業会社）やグループ会社のための IT 業務を担当する会社として位置付けられている「情報子会社」の特性のほか、
それらの特性に基づくシニア人材活用のポイントを紹介します。

❶�シニア人材活用に関する情報子会社の特性

本ガイドライン策定のために実施した調査の結果を踏まえると、シニア人材活用の面において、情報子会社
には以下のような特性があるといえます。

情報子会社の人事制度等は親会社や企業グループの制度に準じるため、雇用形態や責任
の範囲、給与水準等が、役職定年や定年等に伴い変化することが多い

11特 性

本ガイドラインでは、企業グループの中で、グループ会社のために IT 業務を行う企
業を情報子会社として位置付けていますが、このような企業グループは、大企業を中
心として形成されることが多いため、情報子会社は、自社の企業規模がそれほど大き
くない場合でも、大企業と同様の人事制度が適用されている場合が多くあります。
特に中小企業の中には、一定の年齢を迎えても、雇用形態や給与水準が大きく変化
しない企業もありますが、大企業では、雇用形態や給与水準が変化しないことはまれ
であるため、大企業と同様の人事制度が適用されている情報子会社では、自社の企業
規模等にかかわらず、雇用形態や給与水準が変化する場合が主流となっています。
このような特性上、情報子会社では、定年や役職定年等に
よって、業務上の責任や給与水準が限定されてしまうことも

多くみられます。そのため、情報子会社のシニア人材は、シニア人材になる前と比べて、
モチベーションが低下しやすいといえるでしょう。
また、情報子会社は、企業グループを形成するような大企業の情報システムの開発・

運用・保守等を担う場合がありますが、このような大企
業が有する情報システムの中には、社会の基盤となるよ
うな重要かつ大規模なシステムも数多く存在します。そ
のため、情報子会社が管理する情報システムは、社会的に重要な役割を担う場合
が多く、特に責任ある役職には、重大な責任とともに、社会的な意義や仕事のや
りがいが強く感じられる仕事である場合も多いといえます。
そのようなやりがいの大きな仕事であるからこそ、立場や責任の変化は、それ
を長らく担ってきたシニア人材に対して、大きな影響を与える可能性があるとい
えるでしょう。
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情報子会社の業務の特性上、最新のスキルを習得しにくい場合や社外での人脈等を築き
にくい場合がある

22特 性

企業によって状況はかなり異なりますが、情報子会社の業務には、親会社やグ
ループ会社の情報システムに関する業務が多く含まれています。これらの情報シ
ステムは、安定的かつ信頼性の高い運用が求められるため、成熟・確立した技術
が用いられることも多く、活用事例が少なく発展段階にある先端的な技術を使う
機会は、IT ベンダーやベンチャー企業などと比べると、少ない傾向がみられます。
こうした傾向から、情報子会社の中では、最新の技術を習得する機会が限られてし
まうことがあります。
また、親会社やグループ会社の情報システムに関する業務では、グループ内部の
企業を顧客とするため、グループ外部との取引や交流の機会が少なくなる傾向もみられます。このため、外部
の人脈を活用して新たな活躍の機会を得るといった可能性が、社外との取引が活発な企業よりも少なくなって
しまう場合があります。
いずれも、企業によって状況は大きく変わりますので、一概に当てはめることはできませんが、情報子会社
の中には、そのような傾向を持つ企業も多いといえます。

情報子会社における雇用は、これまで比較的安定していたが、企業を取り巻く環境やシ
ニア人材が活躍する環境は、今後大きく変わっていく可能性がある

33特 性

特性１に記載のとおり、情報子会社では、大企業と同様の人事制度が適用さ
れている場合が多いため、福利厚生等も充実し、雇用も安定している場合が、
比較的多くみられます。
しかし、高齢化社会の進展や企業を取り巻く環境の変化に伴って、企業の人
事制度やシニア人材が活躍する環境は大きく変わっていく可能性もあり、今後
は、先行き不透明な時代の変化を前提とすることがますます重要になってくる
といえます。
特にこれまでは、シニア人材に対して、管理業務など、現場よりもやや負担
の軽い業務を担当させるケースも多くみられましたが、シニア人材の割合が増

えるにつれて、シニア人材にも、引き続き現場で活躍していた
だく可能性が高まると考えられます。また、今後、企業を取り
巻く競争環境がさらに激化すれば、若手人材や中堅人材と同じ
ように、シニア人材にも、その経験を活かして事業に貢献する
ことが強く期待されるようになると考えられます。
これからの不透明な激動の時代の中で、情報子会社の大きな
特性の一つであった安定性が弱まり、異なる環境がもたらされ
る可能性もあることを、企業も個人も、常に念頭に置いておく
ことが求められています。



34 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

❷�情報子会社の特性を踏まえたシニア人材活用のポイント

前ページの情報子会社の特性を踏まえると、情報子会社にとってのシニア人材活用のポイントは、以下のよ
うにまとめることができます。

シニア人材を「中核戦力」として位置付ける制度の設計・運用1
ここまでに示したとおり、今後、シニア人材は、少数の特別な存在ではな
く、情報子会社における新たなボリュームゾーンとなる可能性があるといえ
ます。シニア人材の割合が増加するにつれて、シニア人材にも、その他の人
材と同じように現場で引き続き活躍していただく機会が増えると考えられま
すが、現場で活躍するということは、情報子会社の付加価値の源泉である主
要業務を担い続けるということです。企業側は、シニア人材活用とは、その
ような「中核戦力」に対する取り組みであるということを、まず認識する必
要があります。
所属する企業グループの制度上、雇用形態や給与水準の変化は避けられない場合でも、中核戦力であり続け
るシニア人材に対して、その活躍に見合った処遇等の環境を実現できるよう、企業側が最大限に配慮すること
が求められます。また、ひいてはそれが情報子会社自身の将来的な競争力や技術力の維持・向上のためにも、
きわめて重要なポイントであると考えられます。

個人のキャリア形成に関する選択肢の多様化と積極的な支援2
情報子会社の置かれた環境や現在の人員構成を考えると、今後、現場で引き
続き活躍するシニア人材が増える可能性は高いと見込まれますが、個人によっ
ては異なる活躍の仕方を希望する個人もいると考えられます。また、シニア人
材の数が増えるにつれ、個々のシニア人材のキャリアに関する希望も多様化す
ることが予想されます。
企業側としては、このような個人のキャリア希望の多様化に備えて、現場で
引き続き活躍するという選択肢のほかにも、可能な限り多様な選択肢を提示す
ることが望まれます。また、可能であれば、シニア人材としてのキャリア形成
を個人が主体的に行えるように、企業側も積極的なサポートを行うことが期待
されます。具体的には、40代後半等の早期から、将来の自分自身のキャリア
について考え、準備する機会を用意したり、社外での活躍を希望する人材に対

しても、そのための支援を行ったりするなど、シニア人材の希望や可能性を狭めないための環境をできる限り
整えることが求められます。また、このような環境の整備は、これからシニア人材になる世代の安心感を高め
ることにもつながると考えられます。
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情報子会社における
シニア人材活用の具体的指針2

次に、情報子会社におけるシニア人材活用のポイントを踏まえた具体的な指針を、インタビュー調査等から
把握された事例とともに紹介します。

❶�情報子会社のシニア人材活用のための具体的指針

情報子会社におけるシニア人材活用を考える上では、以下の点が重要となります。

それぞれのシニア人材が
最大限活躍してもらえる業務を担う

指 針 1
シニア人材の能力は様々ですが、それぞれのシニア人材が最大限実力や経験を発揮できる業務を割り当てる
ことが重要であるといえます。また、それにより、シニア人材が周りの人材に大切にされる環境やシニア人材
の個人にとっても働きやすい環境を実現することができます。

シニア人材の業務や
評価に見合った処遇を行う

指 針 2
シニア人材の業務やキャリアの多様化に対して、その評価や処遇も合わせていくことが求められます。シニ
ア人材以前の世代と同等又はそれ以上の付加価値を生み出せるシニア人材に対しては、相応の処遇を実現する
ことが望まれます。

A 社では、若手社員が多くマネジメント人材が不足していることから、定年を迎えた管理職が再雇用
となっても役職はそのままで、それに合わせた処遇をしている。知識・経験も豊富であり、引き続き
第一線で活躍してもらっている。また、準管理職層だった人たちにも、再雇用後も役職名をそのまま
残すことで、親会社やパートナーとの調整業務等を円滑に進められるようにしている。一方、B 社で
は、高齢者比率は高いが、常駐するパートナーを多く抱えるため、再雇用者も引き続きプロジェクト
リーダー等の役割を担ってもらっている。

一部の再雇用者については、役職を継続し、それに合わせた処遇を実現。シニア人
材の人件費削減よりも、自社にとって不可欠な取り組みとして位置付けている。事例

C 社は、再雇用者にはその人が一番力を発揮できることを担ってもらうのが良いと考えており、それ
を本人に説明して進めている。職務区分や処遇水準などを提示し、業務に応じた処遇をしっかりと判
断しているが、現役と同様に自己評価と周囲の評価にギャップが大きいケースに対しては、納得感と
今後のモチベーションを維持してもらうために時間をかけて対話している。

再雇用にあたって、周囲と自身の評価にギャップがある場合は、納得感とモチベー
ション確保のため時間をかけて対話する。事例



36 情報サービス業（情報⼦会社等）におけるシニア⼈材活⽤に関するガイドライン

情報子会社の特性に合わせた
人事制度を検討・整備する

指 針 3
シニア人材の活躍に向けては、業種の特性を踏まえた人事制度の設計・整備が必要です。親会社の制度・施
策に追従するだけでなく、情報子会社が先んじて検討し、親会社との調整を進めるアプローチも求められます。

シニア人材活用に関する戦略を
経営方針や事業計画に盛り込む

指 針 4
シニア人材活用を企業として本格的に推進する場合は、その戦略や取り組みの具体策を経営方針や事業計画
に明記することが重要です。経営層のリーダーシップの下で推進することで、企業として取り組んでいる姿勢
を明確にすることができます。

親会社のグループ人事政策の枠組みの中ではあるが、業種の特性を配慮して再雇用制度の運用や賃金
体系の見直しを検討している情報子会社は多い。D 社でも、同様の検討を進めており、従来は親会社
での制度変更を受けてそれに倣ってきたが、今後は D 社から親会社への積極的なアプローチが必要
と考えている。

子会社独自の制度設計を行いつつ、今後は情報子会社から親会社へのアプローチも
実施する。事例

E 社では、シニアの職務を拡げるために、シニアを再教育してスキル転換を図ることを試みた。再教
育のプログラムを整備し、シニアも新たなスキル習得に努めてもらったが、再教育後に達するレベル
とそのレベルに見合う仕事のマッチングが難しく、再教育による職務の拡大はいったん断念した。今
後は、再教育後の活躍の場（受け皿）を事業計画の中でセットして実施していくことを検討している。

職域拡大のための再教育によるスキル転換だけでは仕事とのマッチングが難しいた
め、併せて活躍の場を事業計画の中で設定する。事例

F 社では、新領域のビジネスを立ち上げるのに、社外からシニアの専門家をマネジメントとして中途
採用すると共に、社内のシニアに技術を学んでもらい担当してもらっている。派遣社員等と比べて社
内のシニア技術者はリテラシーが高く、活躍してくれている。但し、既存事業領域では、こうした外
部マネジメント人材の活用やシニア技術者を教育してシフトすることは難しいとの意見をもたれてお
り事業戦略と整合した場づくりが重要と捉えている。

新規事業を、中途採用したシニア人材とスキルの高い社内のシニア人材で実施し、
成果を挙げた。事例
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グループ会社の IT ニーズに応え、
グループ会社の IT 活用を担う

指 針 5
情報子会社のシニア人材の活躍の場の選択肢の一つとして、グループ会社の IT 業務担当というキャリアも考
えられます。グループ内の IT ニーズに応じて、情報子会社側が、幅広い活躍の場を準備することも重要である
といえます。

情報提供により、シニア人材個人の
キャリアプランを支援する

指 針 6
シニア人材個人のキャリア希望は、今後ますます多様化する可能性があります。シニア
人材の中には、社外で新しい業務にチャレンジしたい意欲的な人材もいると考えられます。
こうした人材に対しては、社外での活躍の可能性も含めた幅広い情報提供や支援が望まれ
ます。

G 社では、親会社からの出向者は役職を外れるタイミングで他のグループ会社に転籍となる親会社の
制度がある。受け入れるグループ会社にはメリットがあるが、本人は職場環境や処遇も変わるため、
十分な説明が必要と考えている。

H 社では、親会社 IT 部門からの要請でシニア人材をグループ会社にシフトする事例が増えている。
あくまで親会社と一体となった施策として進めている。シフト後には業界や役割が変わる事もあるの
で、人脈や経験にも配慮が必要である。

親会社からの出向者のグループ会社への転籍制度は、グループとしてもメリットが
あるので、転籍後も視野に入れた人脈・経験作りや、丁寧な事前説明を行っている。事例

H 社では、退職後に JUAS の P マーク監査員で活躍されている人がおり、
同様のキャリアプランをもつシニア人材に対して、退職後のチャレンジもに
らみながら、在職中に監査部門で経験を積んでもらうことを検討している。

退職後の社外での活躍については、それほど多くはないが、その他企業でも
QMS 審査員や大学等での活躍の事例があがっている。

退職後に監査業務にチャレンジしたいシニア人材に対して、監査部門で経験を積む
ことを検討した。事例



38 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

後進の育成・指導を業務として位置付け、
評価や処遇に織り込む

指 針 7
シニア人材の経験やノウハウを生かした後進人材の育成を、シニア人材の役割として位置付けるとともに、
その業務に対する評価を行い、処遇に反映するという方法も考えられます。

自身のキャリアプランを立案し、
会社としてサポートする

指 針 8
シニア人材やシニア人材になる前の段階で、自分自身のキャリアプランを立案し、それを会社側に伝えるこ
とで、企業側としても、そのサポートが行いやすくなります。社外で活用することを希望している人材に対し
ては、企業側も情報提供等の働きかけを行うことが可能です。

I 社では、「品質監」というポストを作り、再雇用の処遇の中ではあるが、品質管理に関する豊かな経
験や業務知識を活かして後進の指導・育成にあたってもらっている。職位を設けることで、指導・育
成を行いやすい環境が作られている。

品質管理ポストを作り、再雇用の処遇のまま、後進の指導・育成に当たってもらう。事例

J 社では、新人や中途採用で入った若手に対して、上司とメンターに加えて
シニアを指導員としておいている。シニアは細かく丁寧に悩みを聞いたり、
指導してくれたりして、キャリアにプラスになっている。期間は１年であるが、
その後も自然に相談できる関係にはなるので、期待されている。

複数指導員制度を導入し、上司やメンターと一緒に、シニア人材が新人を丁寧に指導。
相談相手として好評。事例

シニア自身のキャリアプランを考えてもらう研修は 50 歳～ 55 歳をターゲットとして広く行われて
いる。

K 社では、55 歳を対象としたキャリアデザイン研修を行っており、「今できること、60 歳までにし
ないといけないこと、60 歳からどう働くか」を自身で言語化・明確化することで、プランをもって
働く意識を高め、働く意欲のモチベートを図っている。

L 社では、50 歳以上の社員を対象に、キャリア研修を開始した。立ち止まって自分ができること、
したいこと、得意なことを一度見つめ、それをどう活かしていくのかを考える機会にしている。この
研修では、シニアに期待される役割や職場でのコミュニケーションの留意点なども紹介している。

キャリアデザイン研修では、参加者各自にシニアでの活躍に向けた将来の姿を描き、
自分の強み、伸ばすところを明示してもらう。事例
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計画的に複数の部署・業務を経験し、
能力や視野を広げておく

指 針 9
シニア人材になる前のキャリア形成において、計画的に複数の異なる部署や業務を経験し、能力や経験の幅
を広げておくことも重要です。このような取り組みを推進することで、シニア人材となった場合に活躍できる
可能性をさらに高めることが可能になります。

学び続ける習慣や
“ 手が動く ” 状態の維持を図る

指 針 10
シニア人材として現場で引き続き活躍するためには、新しい技術や知識を学び続ける習慣のほか、具体的な
業務に対してすぐに “手が動く ”状態を維持することが重要です。管理的な役割・業務になっても、シニアでの
活躍も意識して自己研鑽を続け、また企業としても適宜意識付けや実践の機会を設けていくことが必要となり
ます。

M 社では、社内副業制度を試験的に実施しており、就業時間の一部をこれに充て他部門で業務を行
うことを試みている。将来的には、就業時間の一定割合を社内副業に使えるようなしくみも検討され
ているとのこと。

社内副業制度により、異動なく他部門を経験してもらう。事例

N 社では、社員のローテーションを促進するため、人材に関する専門委員会を立ち上げ、ビジネス部
門を含めた全社的な方針をベースにローテーションの推進を図っている。現在は若手社員が対象であ
るが、将来は中堅社員へ対象を拡げる計画である。

人材に関する専門委員会を立ち上げ、全社育成方針に沿ったローテーションを推進。事例

O 社では、中高年に限定した新技術のセミナーを試験的に開催したが、好評であった。若手と一緒で
は気後れするようであり、ハンズオンセミナー等の実技を伴う研修では、こうした配慮は必要と考え
ている。

シニア人材に配慮した中高年限定のハンズオン研修（PC 等を持ち込み、実習を伴
う研修）を実施する。事例



40 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

❷�情報子会社のシニア人材にとっての “５つの活躍の場 ”

情報子会社のシニア人材が活躍する場面としては、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。本ガイド
ライン策定のために実施した調査の結果を踏まえると、以下の “５つの活躍の場 ”が見えてきます。

P 社の実態として、シニアになっても、培ってきたネットワークを使いながら、自分から積極的に動
いて、こまめに働く人が重宝がられ、活躍している。ポストが上がってしまうと自分で手を動かさな
くなったままシニアになっていまい、周りが扱いづらくなる。システム開発をやっていてもプロジェ
クトの外注管理とか、工程管理の役割になって技術から離れると、自分では手が動かなくなる場合が
ある。P 社では、スペシャリスト制度があるが、この人たちは手が動く人たちなので、シニアでも活
躍している。

手の動くシニア人材は、現場では重宝がられる。マネジメントより、スペシャリス
トがシニアでは活躍している傾向にある。事例

役割を継続する役割を継続する

トンメジネ トンメジネママ
のーダー のーダーリリ

グループ会社のグループ会社の
ITマネジメントITマネジメント

う担を う担を

トスリャシペススペシャリスト
として社内でとして社内で

るす躍活 るす躍活

てしとータンメメンターとして
後進を指導する後進を指導する

経験と専門性を経験と専門性を
活かし、社外で活かし、社外で

るす躍活 るす躍活



第
3
章

情
報
子
会
社
に
お
け
る
シ
ニ
ア
人
材
活
用
の
さ
ら
な
る
推
進
に
向
け
て

41

“ ５つの活躍の場 ”とは、具体的には以下のとおりです。

若年層が多く、マネジメント層やリーダー層が不足している企業や、社内
に常駐する協力会社社員等が多く、その役割分担の中でマネジメントやリー
ダーの職務を社員が多く担う必要のある企業では、シニア人材としても、そ
の役割を継続することが有効であるといえます。

主にSE（システムエンジニア）やPM（プロジェクトマネージャー）な
どの職務のスペシャリストとして活躍するという選択肢です。特にシステム
企画・戦略立案や要件定義といった上流領域では、シニア人材が持つ経験や
人的ネットワークを活かして活躍できる可能性が高いといえます。また、サ
ポート領域においても、品質管理や標準化等において専門性が高ければ活躍
が期待できるところです。

高度化・多様化する IT 活用において、企業グループ内の個社で IT 人材を
育成することは難しい場合が多いと考えられます。企業グループの IT ガバ
ナンスを理解して IT 活用を進める上で、親会社とともにグループ IT 戦略や
その実現に携わってきた情報子会社のシニア人材は、大いに活躍できる可能
性があるといえます。

メンターは、シニア人材に期待される役割として、非常に重要です。ただ
し、メンターのみを職務とすることはまれであるため、多くの場合スペシャ
リスト等の職務を担いながら、メンターとしての役割を果たすことが多いと
いえます。

現状では、プライバシーマーク審査やQMS認証の審査員などに限定され
ていますが、IT 活用のさらなる拡がりとともに活躍の場は増えていくと考
えられます。シニア人材が自身のライフプランを描き、社内で専門性を培え
る部署で社員としての成果と両立させながら経験を積み、社外でのチャレン
ジを目指すというキャリアといえます。

グループ会社のグループ会社の
ITマネジメントITマネジメント

う担を う担を

トスリャシペススペシャリスト
として社内でとして社内で

るす躍活 るす躍活

役割を継続する役割を継続する

トンメジネ トンメジネママ
のーダー のーダーリリ

てしとータンメメンターとして
後進を指導する後進を指導する

経験と専門性を経験と専門性を
活かし、社外で活かし、社外で

るす躍活 るす躍活
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❸�“ ５つの活躍の場 ”と具体的指針との関係

❶に記載した情報子会社のシニア人材活用のための具体的指針（p.35 ～ 40）は、❷の “ ５つの活躍の場 ”
においては、以下のように重要となります。

対象 指 針

1 △ ● △それぞれのシニア人材が最大限活躍して
もらえる業務を担う

2 ● ● △

3 △

シニア人材の業務や評価に見合った処
遇を行う

情報子会社の特性に合わせた人事制
度を検討・整備する ● △ △

4 △ ● △ ●

5

シニア人材活用に関する戦略を経営方
針や事業計画に盛り込む

●

6

グループ会社のITニーズに応え、グループ
会社のIT活用を担う

△ ●△ △

7

情報提供により、シニア人材個人のキャ
リアプランを支援する

△ ●

8

後進の育成・指導を業務として位置付
け、評価や処遇に織り込む

△ ● △ ●

9

自身のキャリアプランを立案し、会社とし
てサポートする

△ ● △

10 △●

計画的に複数の部署・業務を経験し、
能力や視野を広げておく

学び続ける習慣や “手が動く” 状態の
維持を図る

●は関連が強いもの、△はある程度関連があるもの。
青色の行は企業の取り組み、緑色の行は企業に加えて個人の取り組みも必要なものを示す。
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シニア人材の活躍事例1

44 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

第４章では、シニア人材として現在活躍中の方へのインタビューに基づく活躍事例と、アンケート調査等に
寄せられた先輩シニア人材からのメッセージを紹介します。
本章の活躍事例に登場する方は、読者の方々と必ずしも同じ状況に置かれているわけではないかもしれませ
んが、シニア人材として活躍する上での考え方やポイントには環境や選んだキャリアにかかわらず、共通する
部分も多いように思われます。

❶�活躍事例に登場する４名の方

今回の活躍事例に登場する４名の方は、それぞれ異なる環境で活躍しています。第３章では、情報子会社の
シニア人材の�“ ５つの活躍の場 ”�を紹介しましたが、それぞれの方が活躍されている環境を、この５つの活躍の
場に当てはめると、以下のとおりとなります。

役割を継続する役割を継続する

トンメジネ トンメジネママ
のーダー のーダーリリ

グループ会社のグループ会社の
ITマネジメントITマネジメント

う担を う担を

トスリャシペススペシャリスト
として社内でとして社内で

るす躍活 るす躍活

てしとータンメメンターとして
後進を指導する後進を指導する

Bさん

Bさん

Cさん Dさん

Aさん

Cさん Dさん
経験と専門性を経験と専門性を
活かし、社外で活かし、社外で

るす躍活 るす躍活

Ａさんは、雇用形態が変わった後も引き続き所属組織のリーダーとして活躍された例です。
Ｂさんは、上の図の２カ所に登場していますが、ご自身のキャリアで培った専門性を活かしつつ、シニア人
材としてメンターの役割も担って後進を指導されている例です。
ＣさんとＤさんは、いずれも長く勤めた企業を退職され、自ら新しいキャリアに挑戦された例です。それぞ
れの方の活躍の様子については、次頁以降でご紹介します。
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❷�【Ａさん】同じ企業内で引き続き管理職として活躍

前ページに示した情報子会社のシニア人材の�“ ５つの活躍の場 ”�のうち、「マネジメントリーダーの役割を継
続する」というケースに当たるのが、雇用形態が変わった後も所属組織のリーダーとして活躍されたＡさんの
例です。
以下には、Ａさんのプロフィールのほか、これまでの活躍のポイントをＡさんからのメッセージの形で紹介し

ます。

60 歳のときに再雇用となりましたが、地元という縁もあり、部長として引き続きマネ
ジメントを担当しました。65 歳で部長を退任し、現在は同じ事業所で、開発リーダーの
補佐のほか、組織運営に関する業務や新規商材の評価などを担当しています。

自分のキャリアは前もって考えておくことが重要だと言われることもありますが、私が
入社した当時は再雇用という制度はありませんでしたし、情報子会社への異動や地元に戻っ
て 60 歳から部長を務めるというキャリアも想定していたわけではありませんので、実際
のところは「振り返れば今がある」というのが現実だと感じています。

世の中の変化もありますし、会社によっては転勤や異動などもありますので、自分のキャ
リアをすべて希望通りに実現するのは難しいことも多いでしょう。しかし、大切なのは、どのような環境に置
かれたとしても、自分に与えられた仕事を単に一生懸命やるのではなく、ほんの少しでもよいので「一段深く
理解を掘り下げる。Know why（なぜなのかを知りなさい）」ということだと考えています。

与えられた課題に対して一段深く理解を掘り下げて仕事をするということは、相手の期待に一段深く応える
ということにもつながります。そしてそれが積み重なることで、自分に対する信頼も深まっていくのだと思う
のです。このように、長い時間をかけて理解を深めていった積み重ねが、結果的には上へと昇っていく階段になっ
たのではないか。今となっては、そう感じています。

一段深く知ろうとすることを積み重ねる

定年を過ぎてマネジメントリーダーとして継続できるかは、会社がどのように人事制度を運用しているかが
ベースにあると思いますが、私たちの会社の場合、実態に合わせて柔軟に運用しているようです。

地方の事業所なので、他事業所の管理職をこちらに異動させにくいという状況は、もちろんマネジメントリー
ダーとして継続できた大きな要因ではありますが、もう一方で、この事業所における事業を拡大させようとし
てきたことも、特にシニアになって部長職に昇格できた一因であると考えています。部長職になるとより経営
に近くなり、権限も増え、仕事のスピード感も上がるので、貴重な経験となりました。

マネジメントリーダーを継続することだけを目指すのではなく、スペシャリストとして十分役に立っていける、
多くの後輩たちから信頼を受けていることが、シニアにとって活躍する上で大切であり、そうなるとマネジメン
トリーダーとして継続して活躍できる機会も、場合によって生まれてくるということだと思います。

スペシャリストとして役立つ力が働く場の可能性を拡げる
2

1955年生まれ（現65歳）　※2020年６月時点
IT ユーザー親会社（製造業）に入社後、全国各地の工場のほか、研究開発、生産技術部門
等を経験。44歳で東京の情報子会社に異動し、53歳で地方（地元）の現事業所に転勤。
60歳で再雇用となるが、課長職から部長職となり、マネジメント業務を継続。65歳で
部長職を退任し、現在は再雇用のSE職。

情報子会社
Ａさん
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❸�【Ｂさん】専門性を活かしたサポート役として活躍

情報子会社のシニア人材の “ ５つの活躍の場 ” のうち、「スペシャリストとして社内で活躍する」というケー
スと「メンターとして後進を指導する」というケースの両方に当たるのが、専門性を活かしたサポート役とし
て活躍されているＢさんの例です。
Ｂさんからは、後進を育成する際に心掛けていることなどについてのメッセージをいただきました。

現在は、本部長補佐という立場で、若手・中堅社員と一緒に新規事業開発に取り組んでいます。以前は、責
任者として自ら前に出ていくことが多く、それが自分の性分にも合っていたのですが、今はサポート役という
自分の役割に徹し、私自身が前面に出ないように心がけています。

自分が前面に出ないということは、つまり、慣れた自分ではなく、まだ経験の浅い誰かにやってもらうとい
うことになりますので、時には「冷たい」と思われてしまうこともあるのですが、自分はやがていなくなる存
在であり、やはりこれから中心になる人たちがリードしていけるようになることが大切なんだと考えるように
なりました。

経験豊富な先輩から見ると、経験の浅い若手は頼りなく見えますし、自分がやれば確実にできることでも、
若手が進めると失敗してしまうこともあります。しかし、そこで先輩がすぐに入り込んで助けてやるのではなく、
若手が失敗し、そこから成長していく過程を、可能性を信じ、ヒントを与えながら、時間をかけて辛抱強く見守っ
てやることが重要です。それが、重い事業責任を担う組織長とは違った考え方で指導ができるシニア人材の強
みではないでしょうか。

自分が若手だった頃、やりたいように自由にやらせてくれ、失敗したらお客さんのところに一緒に行って解
決してくれるという上司にお世話になり、自分もそこで大きく成長したと感じています。そのような理解と信
頼感のある上司や先輩のもとで、若手は自信をつけて成長していくのではないかと、自分の過去を振り返り、
今改めて感じています。

サポート役だからこそできる若手の育成

シニアになって、定年前の仕事を続けることもひとつの道ですが、より高い付加価値で受け入れられて活躍し
ようとするなら、重要なのは、「自分はどのような戦力になれるか」を考えるということだと思います。

他社に移っての活躍を考えた時に、マネジメントとしてラインを持つと、その会社の業務プロセスなどを理解
していかなければならないので難しい点も多いかと思いますが、スペシャリストなら、求められる技術、技能を
持っているかどうかなので、それがあれば存在感も認められ、定着しやすいと思います。

今や IT は様々な業種や業務の中で活用されているので、IT 人材として付加価値を上げ、どう戦力になるかの
ポイントにはいろいろな観点があると思います。注目を浴びている AI などの最先端の技術にチャレンジして、
資格を得ていくようなこともあると思いますし、もう一方では、COBOL などのレガシー系のスキルも、現役の
人たちが見向きもしなくなる中でニーズも衰えていませんので、シニアだからこそ敢えてそういう技術のスペ
シャリストとして極めていく道もあるように思います。

「自分はどのような戦力になれるか」を考える
2

1957年生まれ（現63歳）　※2020年６月時点
外資系 IT 企業数社にて、営業や新規事業開発等を担当し、61歳で役員を退任。その後、
個人的な人脈を活かして、新規事業の立ち上げに取り組んでる現在の情報子会社（非製造
業）に入社。現在は、ビジネス開発のスペシャリストとして、事業本部長を補佐するとと
もに、後輩たちと一緒にビジネス開発を進めながら、その育成にもあたる。

情報子会社
Ｂさん
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❹�【Ｃさん】新たな資格を取得して次のキャリアに挑戦

情報子会社を退職した後、それまでの実務経験を活かして新たな資格を取得し、その資格が必要な仕事に携
わるというキャリアも魅力的です。このようなケースとして、IT ユーザー親会社の情報システム部門や情報子
会社での長い経験を活かし、退職された後、プライバシーマーク（Ｐマーク）審査員の資格を取得し、10年以
上活躍されているＣさんのメッセージを紹介します。

退任後自社グループ外で活躍するという道を求め、再就職支援プログラムなども利用しましたが、自分が関
心を持てる仕事はなかなか見つかりませんでした。自分に合う仕事を探して約半年が経った頃、Ｐマークの審
査員という仕事があるという話を耳にしました。本格的な研修を受け、さらに試験に合格することが求められ
る仕事であると聞き、ハードルの高さを感じた反面、自分の経験も活かせるのでぜひ挑戦してみたいという意
欲も湧いてきました。

Ｐマーク審査員は、審査対象の企業を訪問し、現地視察や経営者へのヒアリングなどを実施しま
す。求められる知識も膨大なものになりますが、経営者と的確に会話できるコミュニケーション能
力なども重要で、実務経験の豊富なシニア人材にとっても難易度の高い仕事です。３年ほどでよう
やく一人前になり、５年ほどでやっとベテランになれるとも言われています。長い経験が生かせる
仕事なので、70 歳を過ぎても、まだまだ現役で活躍している方もおられます。

昔は、シニア人材のキャリアというと、会社を辞めて２～３年程度勤める印象でしたが、今や活
躍できる時期はますます長くなっています。私自身の例に限らず、たとえ 60 歳前後で会社を辞めたとしても、
その後 10 年以上も（人によってはそれ以上でも）十分に活躍できる時代が、もうすでに訪れているのです。

最近では、60 歳以降の本格的なキャリアを見据えて、かなり早めに準備をしている方もいます。早く準備
を始めることで、人より早く次の道で一人前になることもできるからです。会社を辞めた先に、さらに 10 年、
20 年の次のステージがあると思えば、将来に対する考え方や準備の仕方も変わってくるはずです。シニア人
材としての本格的な次のステージに向けて、ぜひ前向きに、そして積極的に、新しい可能性に挑戦していただ
けたらと思います。

シニアでの活躍を 10 年スパンで考える時代

審査員の仕事を始めて驚いたのは、同僚である他の審査員の皆さんの学習意欲の高さです。職場には同じ年
代の方が集まっていますが、様々な分野の最新動向のほか、プレゼンテーションなどのスキルも含めて、多くの
方がスキルアップに熱心に取り組んでいて、自主的な勉強会なども開催されています。70 歳を過ぎても、まだ
まだ学び足りないという意欲あふれる方もおられ、本当に脱帽の思いです。学ぶことは面白いと、多くの方が心
からそう感じておられます。

企業から離れても、世の中は刻々と変わっています。シニア人材であっても、世の中の役に立とうと思えば、
その変化についていくことが必要です。特にシニア人材になってから長い間活躍できるこれからの時代には、学
び続けることが、活き活きと走り続けるための条件になると思います。いつまでも前に進んでいきたいという気
持ちを持ち続けていることが、今を楽しみながら、長い間活躍するための秘訣なのかもしれません。

楽しく学び続けることが長く活躍する秘訣
2

1953年生まれ（現67歳）　※2020年６月時点
IT ユーザー親会社（非製造業）の情報システム部門、情報子会社で勤務し、その後、グルー
プの総務系子会社の役員として活躍。57歳で役員を退任し、同年、公益法人のプライバシー
マーク（Pマーク）審査員となる。現在は、審査員を取りまとめるグループリーダーとして、
審査業務のほか、他の審査員の指導・育成に当たる。

公益法人
Pマーク審査員
Cさん



48 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

❺�【Ｄさん】個人事業を立ち上げてずっとやりたかった仕事に挑戦

情報システム部門や情報子会社で習得したノウハウを生かして新たなキャリアを歩むことは、シニア人材に
とって、非常にやりがいのあるキャリアの一つといえるでしょう。このようなケースとして、長年勤務された
企業を退職後、目標としてきた新しい事業に挑戦されているDさんのメッセージを紹介します。

30 代の後半から、これからは「人生 100 年時代」が当たり前になると考え、定年後の新しい働き方に備えて
55 歳から大学院に行こうと考えていました。大学院では、システムやマネジメントについて体系的に学ぶとともに、
受発注がからむ仕事の中で時折感じる不条理や理不尽さについて、その原因や解決策を研究したいと考えていました。

55 歳のとき、その気持ちを思い出して一念発起し、大学院を受験。翌年に合格通知をもらって退職を決意し、
家族と相談して経済的な準備も整えた上で、57 歳で念願の大学院に入学しました。

大学院では、自分の実務経験も踏まえて、長い間ずっと関心を持っていたシステムの受
発注関係について改めて研究しました。社会人学生も多い大学院だったので、現場の第一
線で活躍している人たちと一緒に勉強するという経験は、本当に刺激的でした。有識者に
インタビューしたり、先生や学友と議論を重ねる研究の過程で、発注者側でも、もっと改
善できることがあるのではないかと思うようになり、これを他の経営者にも伝えていきたいという思いから、
コンサルティング事業の立ち上げを決意するに至ったのです。

研究活動を通じて、自分の経験や知識が整理され、自分の長年の疑問に対する答えも見えてきました。これ
まで会社で疑問に感じていたことでも、今なら自分なりの正しい答えを示せるのではないかと感じています。

どのような方にも、それまでに培った経験や知識が少なからずあるのではないでしょうか。せっかく培った
その経験や知識を眠らせることなく、もう一度振り返って改めて整理・体系化し、必要に応じて補強することで、
私が経験したように、その経験や知識を他の人にも分かりやすく伝えていくなど、また違った活躍の道が見え
てくると思います。

経験や知識を整理・体系化することで見えてくるもの

40 年近くにもなる会社生活は、確かに人生における重要な局面です。会社での仕事が、その人の経験や強みの
源泉になることは間違いありません。しかし、会社という組織の中での仕事には、制約が本当にたくさんあります。
関係者への配慮が必要なことも多く、自分が「正しい」と思ったことをやろうとしても、なかなか難しいのが現実です。

会社を離れた今、この制約からの自由を実感しています。今は、自分の経験に基づいて、やっと「正しい」と思っ
たことが言え、「やりたい」と思ったことができるのです。組織の中の経営者は、私が会社にいた頃と同じ制約の
中に置かれています。その制約にとらわれず、経営者に「正しい」ことを伝えていく。これが、これからの私の使
命だと考えています。

情報子会社での経験から、発注者・受注者双方の立場が分かった上でアドバイスできることも、私の強みです。
この強みを生かして、自分の使命を果たす。まさに、これからやっと人生の本番が始まると感じているところです。
「人生 100 年時代」において、50 代や 60 代までの会社生活は人生の前半にすぎません。前半の経験を活かし

て後半をどう生きるか。それが、「人生 100 年時代」の人生の面白さではないでしょうか。

実はこれからが人生の本番
2

1960年生まれ（現59歳）　※2020年６月時点
57歳で情報子会社の役員を退任し、情報システム系の大学院修士課程に入学。
59歳で大学院を卒業後、自身の経験を活かして個人事業を開業。現在は、コンサルタン
トとして、企業の経営指導や情報システム開発プロジェクトの運営支援のほか、裁判所の
IT 専門委員などを担っている。

個人事業主
（コンサルタント）

Dさん
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本ガイドライン策定のために実施した調査のうち、シニア人材個人に対する調査では、55歳以上のシニア人
材の皆さんから、40代～50代前半の人材に向けたメッセージを募りました。また、前頁までに紹介したイン
タビュー調査でも、これからシニア人材として活躍する方々に向けて貴重なメッセージをいただきました。以
下には、これらのメッセージを紹介します。

❶�個人としての「強み」の重要性

アンケート調査結果からも読み取れるように、シニア人材として活躍するためには、「個人として何ができる
のか」という点が非常に重要であるという声が、数多く寄せられました。

❷�いつまでも大切な「学ぶ姿勢」

「強み」を築き、それを武器にして活躍し続けるためには「学ぶ姿勢」を持っていることが重要であるという
点についても、多くの方からアドバイスをいただきました。

先輩シニア人材からのメッセージ2

シニア人材としては、地位や役職、職位ではなく、
スキルが重要。何らかの強みがあれば、それを武器
にして、活躍することができる。

現場感覚を忘れず、“ すぐに手が動く ” 状態を維持
しておくことも重要。

日本企業の終身雇用も変わりつつあるので、これか
らは武器や強みがないと、社内失業してしまう可能
性がある。そうならないためにも、強みを持ってお
くことがとても重要。

「自分はどのように役に立てるのか」という観点か
ら自分の「強み」を考え、できれば早いうちからそ
れを作っていくことをお勧めします。

IT の世界では意外と古い知識や過去の経験が役に
立つ。特にプロジェクトマネジメントやリスク対応
は経験していないと効果的なアドバイスはできない
ことも多く、これらの経験は、シニア人材の大きな
強みになり得る。

役に立つかどうかは、「自分がこうしたい」ではな
く「顧客や相手に対して貢献できるか」という観点
から考えることが重要。

IT の世界では新しいことが次々と出てくるが、そ
れを学ぶことは非常に楽しいこと。楽しさを感じな
がら学ぶことで人生も楽しくなる。

異動のたびに新しいことを学ぶのは、始めは苦しい
と思ったが、途中から徐々に楽しくなってきた。「な
ぜだろう」と自分で調べることが習慣になり、分か
れば楽しいと思えるようになる。

これからは会社がずっと面倒を見てくれないかもし
れないので、年齢や役職が上がっても、常に学び続
ける姿勢が重要。そうしないと、環境変化に自ら対
応できる力が失われてしまう。

自分にとって関心が持てることであれば、学び続け
ることができる。自分が興味・関心を持てることを
探すことも大切だと思う。
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❸�シニア人材としての可能性を知る

今回の調査を通じて、同じ部署で引き続き活躍されている方から、まったく別の道で活躍されている方まで、
幅広い活躍の可能性があることが改めて明らかになりましたが、このような可能性を知っておくことも大切だ
というアドバイスも、多くの方からいただきました。

❹�可能性を広げる社外との人脈

自分自身の活躍の可能性を広げるためには、社外との人脈も重要であるという声も多数寄せられました。

何歳になっても学び続けることで、新しいパワーが
生まれる。また、学び続けている同僚がいれば、お
互いに刺激になる。

若い頃から新しいことにチャレンジする経験を積
み、それを磨いてきたことが、シニアになってから
も積極的にチャレンジしていけることにつながって
いる。体幹トレーニングのようなものなのかもしれ
ない。

シニアにとって、確かに記憶力は強みではないか
もしれないが、ロジカルな能力やクリエイティブな
能力については、年齢はあまり関係ない印象。 シニアになって記憶力は衰えたが、判断力は向上し

たと実感している。

自分の活躍のチャンスを広げるために、人とのつな
がり、特に社外の人脈を作っておくことが重要。

仕事によっては、社外の人との人脈を築くのが難し
いこともあるので、今までの社会生活の中で得た人
脈を、みだりに捨てずに、離れても温めて大切にし
ていくことが重要だと思う。

情報子会社の業務は、親会社と関連のある領域に
限られ、人的なネットワークが社外にまで広がらな
い場合もある。このような場合は、メーカーやベン
ダーのユーザー会などのほか、JUAS の研究会も大
いに活用して、他社の IT 部門の人との交流の機会
を持つことを勧めたい。将来のためだけでなく、情
報子会社が共通して抱えている課題を共有したり、
幅広いものの見方などを学ぶことができ、自分たち
の行動を変える意味でも貴重な機会になる。

人生 100 年時代。今は 70 歳を超えても、まだま
だ元気で働ける人も多い。60 歳や 65 歳で会社を
辞めても、まだしばらく活躍できるという前提で自
分のキャリアを考えたほうがよい。

シニア人材の活躍の場として、それまで所属してい
た企業でサポート役に回るという選択肢もあれば、
別の会社で別の雇用形態で働く道もあるし、独立し
てフリーランスで働く道もあり、今は本当にいろい
ろな可能性があると思う。

60 歳以降の自分の可能性を、現在の延長線上に限
定する必要はない。思い切って別の世界にチャレン
ジしてもよいと思う。

シニア人材としての様々な可能性を事前に知ってお
くということも、とても重要だと思う。
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❺�基礎となるお金と健康

自分自身の計画を実現する上で、余裕のある資金や健康も大切であるというアドバイスも数多く寄せられま
した。

❻�準備は早いうちから

経済的な面に限らず、準備は早いうちからが望ましいという声も寄せられました。

❼�後進へ思いを託す

自分自身に悔いを残さないためにも、後進人材の育成に力を注いでほしいというアドバイスも寄せられま
した。

健康第一。健康がなければ、何もできない。 65 歳以降、生活のために働く必要がないような準
備を、若いうちから意識して進めるべき。

シニア人材を対象とする自社の人事制度や年金制度
について金額ベースで把握することは、老後の生活
設計を立てる上で非常に重要。

金銭面で余裕を持っておくことが、自分の選択肢を
広げることにもつながる。

後輩を育成することに注力し、これまでの世代が築
き上げてきたものを、ぜひ次の世代につないでほし
い。

後進人材を育てることで、自分自身が退いた後も
安心できると思います。自分はいつかいなくなると
思って、後進を指導してほしい。

定年を迎える前から、次のキャリアにいち早く踏み
出しておけば、シニア人材としてのキャリアを長く
歩むこともできる。そのような選択肢も視野に入れ
ておいてはどうか。

キャリアセミナーなどを受けるときは、自分自身の
定年時や退職時を具体的に考えてみることが大切。
遠い先のことと思っていると、実感が湧かず、心構
えもなかなかできない。

忙しく働いていると本当にあっという間なので、早
くから計画的に準備することをお勧めしたい。

早くから取り組むべし！いくら早くても、早すぎる
ことはありません！

後悔しないためにも、早いうちから、将来展望と中
長期計画を立てて生活する習慣をつけておくことが
重要。また、計画を立てるだけでなくそれを毎年見
直していくことも重要。

新しいことに挑戦する姿勢など、シニア人材になる
前から身に付けておかなければ、急には実践できな
いこともある。常に主体的な姿勢を持っておくこと
がシニアになっても道を拓く。



52 情報サービス業（情報子会社等）におけるシニア人材活用に関するガイドライン

❽�情報子会社のシニア人材の傾向

今回の調査では、情報子会社でキャリアを積んだシニア人材の皆さんに、情報子会社のシニア人材の強みや
弱みなどに関する意見を伺いました。その結果、以下のようなアドバイスが寄せられました。

❾�情報子会社（企業側）への要望・意見

今回の調査では、シニア人材に対する情報子会社の取り組みに対しても、以下のような意見が寄せられました。

情報子会社では、教育研修や人事制度なども充実し
ていることが多く、会社から “ 与えられて ” 育って
きた人材が多い。そのため、自分のキャリアについ
ても、会社が与えてくれるものとして “ 受け身 ” で
考えてしまうことがあるが、自分は何ができるのか、
何がしたいのかを、自ら考えて、自ら行動していく
ことが必要。

情報子会社出身の人材は、教育をきちんと受けてお
り、情報システムに関する知識の水準は非常に高い。
ベースとしての素養はあるので、自らの考え方や姿
勢を変え、もっと自信をもって挑むようにすれば、
さらに活躍の場は広がるのではないか。もっと自分
に自信を持ったほうがよい。

情報子会社の人材は、親会社と比べて異動が少ない
場合もあり、柔軟性や新しい分野へのチャレンジ精
神という面が弱いこともあるので、勇気を出して踏
み出していく心構えが必要。

キャリアセミナーは、会社側が開催すると、やや押
しつけがましく感じる人もいると思うので、外部セ
ミナーなどを活用するのが効果的。

IT 分野には技術的な仕事も多く、情報子会社の中
でも、ずっとその領域で仕事をしていかなければい
けないと思っている人もいるが、技術的ではないス
キルも含めて、過去の経験を活かせる仕事もあるの
で、自分の可能性を狭めず、多様なキャリアがある
ことを知ってもらうことがまずは重要。

会社の教育・研修制度に加えて、シニア人材の自己
啓発に対する支援を行うなど、学び続けることを習
慣化するための支援に取り組むことがこれから重要
なのではないか。

将来に向けた準備・学習意欲やモチベーションを高
めるためには、シニア人材としてのキャリアをでき
るだけ具体的に示すことが重要。

同一職務同一給与が重要。それなら本人も周りも納
得する。定年前と比べて給与水準は下がったとして
も、実力や成果の差はあるので、業績を評価し、賞
与の差はつけたほうがよい。

再雇用等の制度については、会社側にも知見が溜
まっているはず。シニア人材に対して会社が求める
ものを明文化し、それに照らして処遇を提示すべき。
また、それらを明示すれば、若い人材も将来のキャ
リアをより明確に描くことができるようになる。
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情報子会社には安定したビジネスがあり、人間関係
も良好な場合が多いが、それが多様性の低さや古い
体質につながっている面もある。例えば、IT 企業で
はなく事業会社のシニア人材を採用するなど、異質
な人材を積極的に取り入れることで、企業文化の変
革を図ってはどうか。

シニアになると、新しいことは勉強しないという
人も増えてくるが、先のキャリアを意識できるよう
になると、学習意欲は変わってくる。会社として、
具体的なキャリアプランをシニア人材が意識できる
ような機会を作れば、学習意欲を高めることがで
きる。

IT 人材を IT 会社で使うと価値は変わらないが、事
業会社であれば、より高い付加価値で IT 人材を受
け入れてくれるかもしれない。事業会社には、IT 人
材が不足して外注管理ができずに困っているところ
もある。情報子会社のシニア人材は、そのような事
業会社でも今後活躍の可能性があるのではないか。

外資系企業では、自分の付加価値を高めるために自
分で資格を取得し、次の仕事に移っていくことが普
通。情報子会社でも、社内のエンジニアがそういう
感覚を持つようになると、勢いのある会社になる。
資格を取った人材が好待遇の他社に転職してしまう
ことをおそれていては、良い人材が集まらない会社
になってしまう。

新たなキャリアに挑戦する女性シニアたち

シニアで活躍する女性 IT 人材はまだ少なく、このガイドラインのシニア人材インタビューも４人全員
が男性になりました。

日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）では、2019 年度にアドバンスト研究会として「50 歳
代からの女性のキャリアビジョン研究会」を立ち上げ、これからシニアを迎えようとする女性 IT 人材の
キャリアビジョンに関する意識について調査、研究を行いました。

ここでは、その成果について簡単にご紹介したいと思います。
研究結果によると、「女性シニア社員は、日本企業で多数を占める男性管理職とは異なる価値観をもっ

ており、行政や業界の方針の後押しがない場合や、多少のリスクが認められる場合においても、自らが
新たなことを学び、考え、変革し、やりたいと思うことを進めていく強さと柔軟性をもっており、また
それを実現している」ということです。

その要因としては、配偶者のいる男女正社員で比較すると、女性の場合は自分の収入以外に配偶者に
安定した収入があるケースが多く、キャリアチェンジによる収入減の影響が小さいため、失敗の許容度
が大きいこと。50 歳代女性の多くは「自由意志で辞められる」中で、すでにキャリアを自ら選択して
きており、さらに 50 歳代になると家事や育児の負担が下がって自由度が増す傾向にあり、「思う存分働
ける」今の状況を謳歌し始めること。などをあげています。
「企業は、これまで以上に多用な働き方や新たなキャリアを定義し、社会や社員に提示していかねばな

らないが、そこには 50 歳代の女性がその定義に先立ち、新たなキャリアへの挑戦をリードしている姿
がある」と括っています。

シニア IT 人材の活躍の場の多様性を拡げる担い手としても、女性社員の意識や活躍実績、そして挑戦
する彼女たちのコミュニティにもっと着目し、企業としてキャリアプランを支援していくことが、男性
も含めたシニアの活躍を加速するポイントになるのではないでしょうか。





独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
産業別高齢者雇用推進事業

シニア人材に関する 
各種制度の紹介
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我が国における高齢化の進展と
政府の取組1
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❶�我が国の高齢化率の推移と今後の見通し

戦後、我が国の総人口は増加を続け、1967年に初めて１億人を超えましたが、2008年の１億2,808万
人をピークに減少に転じ、2018年 10月１日時点では１億2,644万人となっています。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、我が国の人口は、2053年には１億人を割って9,924万
人となり、2065年には8,808万人になると推計されています。
我が国の 65歳以上人口は、1950 年には総人口の５％に満たないほどでしたが、1970 年に７％を、
1994年には14％を超えました。高齢化率はその後も上昇を続け、2018年 10月１日時点で28.1％に達
しています。
今後、総人口は減少するものの、65歳以上の人口は増加するため、高齢化率は上昇を続け、2036年には
33.3％に達して、３人に１人が高齢者となると推計されています。2042年以降、65歳以上の人口が減少に
転じても高齢化率は上昇を続け、2065年には38.4％に達して、国民の約2.6 人に１人が65歳以上となる
ことが見込まれています。

2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。
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75歳以上 65～74歳 15～64歳 0～14歳 不詳

（万人） （％）推計値

総人口

（12.2％）

実績値

あん分した人口に基づいて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。なお、1950年～2015 年の高齢化率の算出には分母から年齢
不詳を除いている。

資料︓棒グラフと実線の高齢化率については、2015年までは総務省「国勢調査」、2018年は総務省「人口推計」（平成30年10月１日確定値）、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。

(注1) 2018年以降の年齢階級別人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口（参考表）」による年齢不詳を

女15,238人）を除いている。
(注2) 年齢別の結果からは、沖縄県の昭和25年70歳以上の外国人136人（男55人、女81人）及び昭和30年70歳以上23,328人（男8,090人、

(注3) 将来人口推計とは、基準時点までに得られた人口学的データに基づき、それまでの傾向、趨勢を将来に向けて投影するものである。
基準時点以降の構造的な変化等により、推計以降に得られる実績や新たな将来推計との間には乖離が生じうるものであり、将来推計人口は
このような実績等を踏まえて定期的に見直すこととしている。

高齢化率（65歳以上人口割合）
（平成29年推計）

（43.9％）

（14.2％）

（59.7％）

我が国全体の高齢化の推移と将来推計
（出典）内閣府「高齢社会白書（令和元年版）」
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❷�高齢者雇用に関する政府戦略

高齢化が進む我が国において生涯現役社会を実現するため、政府は70歳までの就業機会確保や高齢期の長
期化・就労拡大等に伴う年金制度の見直しに取り組んでいます。
以下には、2019年６月21日に閣議決定された「成長戦略実行計画」から、関連部分を抜粋して紹介します。
「成長戦略実行計画」の第３章「全世代型社会保障」の冒頭「１．70歳まで
の就業機会確保」には、我が国の「現状」と「対応の方向性」が示されています。
「現状」に示された統計データによれば、高齢者の体力・運動能力は約10年
で５歳若返っており、体力面では就業の可能性が広がっていることが読み取れ
ます。

図40 高齢者の体力・運動能力の推移 図41 高齢者の通常歩行速度の変化

図43 60歳以降の就業率と就労の意向
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「成長戦略実行計画」第３章（１．「70歳までの就業機会確保」に関する現状）
（出典）首相官邸「成長戦略ポータルサイト」

上図のうち「60歳以降の就業率と就労の意向」をみると、60～ 64歳では、実際の就業率と仕事をしたい
と考える方の割合に大きな差はないのに対して、65～ 69歳の就業率は、仕事をしたい方の約７割にとどまっ
ていることが分かります。70歳以降についても、仕事をしたいと考える方の半分程度しか就業しておらず、仕
事をしたいが就業できていない高齢者層の存在が課題になっていることがうかがえます。
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（２）対応の方向性　～ ① 70 歳までの就業機会確保

（多様な選択肢）
人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活
躍の場を整備することが必要である。
高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、70歳までの就業機会の確保を図りつつ、65歳ま
でと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とり得る選択肢を広げる必要がある。
このため、65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度上整え、当該
企業としては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話し合う仕組み、また、当該個人に
どの選択肢を適用するか、企業が当該個人と相談し、選択ができるような仕組みを検討する。

法制度上整える選択肢のイメージは、
（a）定年廃止
（b）70歳までの定年延長
（c）継続雇用制度導入（現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用を含む）
（d）他の企業（子会社・関連会社以外の企業）への再就職の実現
（e）個人とのフリーランス契約への資金提供
（f）個人の起業支援
（g）個人の社会貢献活動参加への資金提供
が想定し得る。
企業は（a）から（g）の中から当該企業で採用するものを労使で話し合う。それぞれの選択肢の具
体的な検討に当たっては、各選択肢における企業が負う責務の程度など、企業の関与の具体的な在り
方について、今後慎重に検討する。

（第一段階の法制整備）
70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についても、二段階に分けて、まず、
第一段階の法制の整備を図ることが適切である。
第一段階の法制については、法制度上、上記の（a）～（g）といった選択肢を明示した上で、70
歳までの就業機会確保の努力規定とする。また、必要があると認める場合は、厚生労働大臣が、事業
主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定については履行確保を求める。

（第二段階の法制整備）
第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表による担保（いわ
ゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての立法例のように、健康状態が良くない、
出勤率が低いなどで労使が合意した場合について、適用除外規定を設けることについて検討する。

「成長戦略実行計画」抜粋（2019年 6月21日閣議決定）
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❸�改正高年齢者雇用安定法の概要（2021年４月１日施行）

「70歳までの就業機会確保」に向けた具体的施策の一環として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高
年齢者雇用安定法）の一部が改正され、2021年４月１日から施行されます。
現行法制では、事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置（①65歳ま

での定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止）のいずれかを講ずることを義務付けてい
ますが、今回の改正によって、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して、高年齢者就
業確保措置（①70歳までの定年引上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止、④高年齢者が希
望するときは70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤高年齢者が希望するときは70歳ま
で継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入）のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられることとな
ります。なお、努力義務について、雇用以外の措置（④及び⑤）による場合には、労働者の過半数を代表する
者等の同意を得た上で導入することとされています。

（提出時期及び留意点）
混乱が生じないよう、65歳（現在63歳。2025年に施行完了予定）までの現行法制度は、改正
を検討しないこととする。
手続的には、労働政策審議会における審議を経て、2020年の通常国会において、第一段階の法案
提出を図る。

（年金制度との関係）
70歳までの就業機会の確保に伴い、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行
わない。
他方、現在60歳から 70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始の時期については、
70歳以降も選択できるよう、その範囲を拡大する。加えて、在職老齢年金制度について、公平性に
留意した上で、就労意欲を阻害しない観点から、将来的な制度の廃止も展望しつつ、社会保障審議会
での議論を経て、速やかに制度の見直しを行う。
このような取組を通じ、就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がない仕組みへと転換
する。

（諸環境の整備）
高齢者のモチベーションや納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報酬体系構築の支援、
地方公共団体を中心とした就労促進の取組、キャリア形成支援・リカレント教育の推進、高齢者の安全・
健康の確保など、高齢者が能力を発揮し、安心して活躍するための環境を整備する。
また、女性会員の拡充を含めたシルバー人材センターの機能強化など、中高年齢層の女性の就労支
援を進める。
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※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

改正の趣旨
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある

高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが必要。
個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢

を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設ける。

現行制度
事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置（①65歳まで定年引

上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止）のいずれかを講ずることを義務付け。
※ 平成24年度の法改正により、平成25年度以降、制度の適用者は原則として「希望者全員」となった。ただし、24年度までに労使協定により

制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年4月までに段階的に引き上げることが可能。（経過措置）

改正の内容（高年齢者就業確保措置の新設）（令和3年4月1日施行）

現行
＜高年齢者雇用確保措置＞
（65歳まで・義務）

（特殊関係事業主（子会社・関係会社
等）によるものを含む）

①65歳までの定年引上げ

②65歳までの継続雇用制度の導入

＜高年齢者就業確保措置＞（70歳まで・努力義務）

③定年廃止

○ 事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以
下の①～⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。

○ 努力義務について雇用以外の措置（④及び⑤）による場合には、労働者の過半数を代表する者等の
同意を得た上で導入させるものとする。

新設

（特殊関係事業主に加えて、他の事業主

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入

によるものを含む）

③定年廃止

創業支援等措置（雇用以外の措置）
（過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入）

に従事できる制度の導入

その他の改正の内容（令和3年4月1日施行）

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
業務委託契約を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が痛く、出資（資金提供）等する
団体が行う社会貢献事業

○ 厚生労働大臣は、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針を定める。
○ 厚生労働大臣は、必要があると認めるときに、事業主に対して、高年齢者就業確保措置の実施につ

いて必要な指導及び助言を行うこと、当該措置の実施に関する計画の作成を勧告すること等ができ
ることとする。

○ 70歳未満で退職する高年齢者（※1）について、事業主が再就職援助措置（※2）を講ずる努力義務
及び多数離職届出（※3）を行う義務の対象とする。

＜事業主による雇用・就業機会の確保を促進するための支援＞
・①高年齢者就業確保措置を講ずる事業主に対する助成措置や相談体制などの充実、②他社への再就職の
措置に関する事業主間のマッチングを促進するための受入企業の開拓・確保の支援、③能力・成果を重視
する評価・報酬体系の構築を進める事業主等に対する助成、④高年齢者が安心して安全に働ける職場環境
の構築の支援等。

＜高年齢者の再就職やキャリア形成に関する支援＞
・①ハローワークの生涯現役支援窓口や産業雇用安定センターによるマッチング機能の強化、②労働者の
キャリアプランの再設計等を支援する拠点の整備、③企業の実情に応じた中高年齢層向け訓練の実施等。

○ 事業主が国に毎年1回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」
について、 高年齢者就業確保措置に関する実施状況を報告内容に追加する。

高年齢者の活躍を促進するために必要な支援（予算事業等）

※1:定年及び事業主都合により離職する高年齢者等
※2:例えば、教育訓練の受講等のための休暇付与、求職活動に対する経済的支援、再就職のあっせん、教育訓練受講等のあっせん、再就職支援体制の構築など
※3:同一の事業所において、1か月以内の期間に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合の、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等の公共職業

安定所長への届出

＜地域における多様な雇用・職業機会の確保に関する支援＞
・①生涯現役促進地域連携事業による地方公共団体を中心とした協議会による取組の推進、②シルバー人
材センターの人手不足分野等での就業機会の開拓・マッチング機能や地域ごとの実情を踏まえた取組の強
化等。

高年齢者雇用安定法の改正　～70歳までの就業機会確保～
（出典）厚生労働省 Web サイト

2021年施行・改正高年齢者雇用安定法の概要
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❹�2013年施行・高年齢者雇用安定法の概要

以下には、参考までに、2013年４月に施行された現在の「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年
齢者雇用安定法）のポイントを紹介します。

１．60 歳未満の定年の禁止
　事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
　　（高年齢者雇用安定法　第８条）

２．65 歳までの高年齢者雇用確保措置
�　定年年齢を65歳未満に定めている事業者は、以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じな
ければなりません。

　①「定年」の引き上げ�� � 定年年齢を65歳以上とすること
　②�継続雇用制度の導入��� �現に雇用している高年齢者が希望するとき、当該高年齢者をその定年

後も65歳まで引き続き雇用すること
　③「定年」廃止�� ���� �定年制度を廃止すること�

（65歳以降も働きたいだけ働くことができる）

　※�措置を講じていない事業主に対し、勧告（各種法令に基づき、求人の不受理・紹介保留、助成
金の不受給などの措置を講じる）を、また勧告に従わなかったときは、企業名を公表すること
ができる。

　　（高年齢者雇用安定法　第10条、高年齢者等職業安定対策基本方針）

なお、「②継続雇用制度の導入」を実施する場合は、希望者全員を対象とすることが必要です。希
望者全員とは、定年後も引き続き働きたいと希望する者全員です。
ただし、改正法施行前に継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けていた事業主で
あって、2013年４月以降、直ちに希望者全員の65歳雇用確保措置を講じることが困難な場合は、
改正法附則３項の規定に基づき、2025年３月31日までの間は、当該基準を定めてこれを用いるこ
とができます。

H
23.4.1

H24.4.1

H25.4.1

H26.4.1

H
27.4.1

H
29.4.1

H
30.4.1

H
31.4.1

R2.4.1

R3.4.1

R4.4.1

R5.4.1

R6.4.1

R7.4.1

改正法施行

R8.4.1

年金を受給

希
継続

望者全員を対象とする
雇用制度

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

老齢厚生年金
（報酬比例部分）
受給開始年齢

経過措置期間終了

から年金受給。
企業が基準を利用できるのもこの年齢から。

例えば、平成26年度（2014年に61歳になる者
（昭和28年度（1953）生まれ）は、この年齢

2012年度に58歳、
59歳になる者は

61歳から年金支給

2012年度に56歳、
57歳になる者は

62歳から年金支給

2012年度に54歳、
55歳になる者は

63歳から年金支給

2012年度に52歳、
53歳になる者は

64歳から年金支給

この年齢に達してから軽独雇用制度の
対象者基準を利用できる

H
28.4.1

経過措置のイメージ
（出典）厚生労働省 Web サイト

2013年施行・改正高年齢者雇用安定法のポイント
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❺��働き方改革と高齢者雇用（「同一労働同一賃金」について）

各社においてシニア人材が活躍できる環境を整備する際に「同一労働同一賃金」の原則を踏まえて制度設計
等を行うことが重要となります。以下には、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を
確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定された「同一労働同一賃金ガイドライン」（短時間・有期雇用労
働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）の概要を紹介します。

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意。 ガイドラインの構造

原則となる考え方

具体例
（問題と
ならない例）

具体例
（問題と

なる例）

裁判で争い得る法律整備

（詳しくはこちら）h�ps://www.mhlw.go.jp/s�/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

○ このガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働
者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合
理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

○ 基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載。

○ このガイドラインに記載が無い退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合
理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論し
ていくことが望まれる。

ばならない。

③ 各種手当

④ 福利厚生・教育訓練

・正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使
の合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益
に変更する場合であっても、その変更は合理的なものである
必要がある。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不
合理な待遇差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意な
く正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえな
い。

・雇用管理区分が複数ある場合（例︓総合職、地域限定正社
員など）であっても、すべての雇用管理区分に属する正社員
との間で不合理な待遇差の解消が求められる。

・正社員と非正規雇用労働者との間で職務の内容等を分離し
た場合であっても、正社員との間の不合理な待遇差の解消が
求められる。

① 基本給
・基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、
業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支
払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認め
た上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違い
がなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行
わなければならない。

・昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じ
て行うものについては、同一の能力の向上には同一の、
違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。

② 賞与
・ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者
の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献に
は同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなけれ

・役職手当であって、役職の内容に対して支給するもの
については、同一の内容の役職には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた支給を行わなければならない。

・そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給さ
れる特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給される
特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当て、
正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行っ
た場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休
日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の
割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事の
ための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を
満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に
対する補償として支給する地域手当等については、同一
の支給を行わなければならない。

・食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健
康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。

・病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期
間を踏まえて同一の付与を行わなければならない。

・法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一
の付与を行わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評
価することを要する。

・教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれ
ば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

（出典）厚生労働省 Web サイト

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要
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我が国の年金制度の概要2
❶�年金制度の基礎知識

我が国の高齢者の生活を支える上で、公的年金は大きな役割を果たしています。

38.9%
その他の所得

公的年金・恩給204.5万円

61.1%

所得の6割が年金

1世帯あたり
平均年間総所得

334.9万円

すべて公的
年金・恩給

51.1%

100％未満～60％

高齢者世帯

公的年金・恩給は

24.5%

60％未満
公的年金・恩給は

24.4%
公的年金・恩給を

5割を超える方が年金だけで生活

受給している

厚生労働省「平成30年国民生活基礎調査」
（出典）日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」2020 年４月１日

我が国の公的年金は、「国民年金（基礎年金）」と「厚生年金保険」の２階建て構造になっています。
１階部分の国民年金（基礎年金）は、国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が被保険者であり、
65歳になると加入期間（※１）や支払った保険料に応じて国民年金（基礎年金）を受け取ることができます。
会社員や公務員の方は、これに加えて、２階部分の厚生年金保険に加入（※２）します。国民年金（基礎年金）
の上乗せとして過去の報酬（給与）と加入期間に応じた報酬比例年金を受け取ることになります。

（※１）�国民年金（基礎年金）の老齢年金を受け取るためには、原則として、保険料を納付した期間と免除または猶予さ
れた期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。

（※２）厚生年金保険に加入した場合、国民年金（基礎年金）と厚生年金保険の保険料を納付していることになります。

国民年金（基礎年金）
国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人

厚生年金保険
会社員や公務員などが加入

←
→

←

1

→

我が国の２階建ての公的年金制度
（出典）日本年金機構「国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり（令和２年度版）」
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高齢者が受け取る「老齢年金」の受給条件と年金額は、以下のとおりです。基礎年金、厚生年金ともに、支
給開始年齢は、原則65歳からとなっています。

老齢基礎年金 老齢厚生年金

●保険料の納付について（受給資格期間※1） ●保険料の納付について（受給資格期間※1）

◎年金額には反映されないが、受給資格期間として計算される合算対象
期間（カラ期間）があります。

●支給開始年齢 ●支給開始年齢

◎受給開始を早める「年金の繰上げ（減額）」や、受給開始を遅らせる
「年金の繰下げ（増額）」の制度も利用できます。

   場合があります。

◎受給開始を早める「年金の繰上げ（減額）」や、受給開始を遅らせる
「年金の繰下げ（増額）」の制度も利用できます。

（注）生年月日・性別に応じて、６０歳代前半の老齢厚生年金を受給できる

◎老齢基礎年金の受給資格を満たしていると、厚生年金に１カ月でも加
入していれば受給できます。ただし、６０歳代前半の老齢厚生年金を
受給するためには、厚生年金に１年以上加入している必要がありま
す。

※2 加給年金を受給するためには、受給者が厚生年金に240カ月以上
 加入しているなどの条件を満たす必要があります。

※3 年齢が65歳未満であること、老齢厚生年金（計算の基礎となる

① 保険料納付月額

② 保険料全額免除月数 × 2（平成21年3月以前の期間は  3 ）

③ 保険料 3
4  免除月数   × 5

8（平成21年3月以前の期間は  12 ）

④ 保険料半額免除月数 × 6
8（平成21年3月以前の期間は  23 ）

⑤ 保険料 1
4  免除月数   × 7

8（平成21年3月以前の期間は  56 ）

 加入期間が240カ月以上）や障害年金などを受給することができ
        ないことが条件となります。

年
金
を

       なります。

受
け
取
る
た
め
の
条
件

受
け
取
る
年
金
額

※4 子の年齢は、18歳の誕生日を迎える年の年度末を経過していな
いこと、または20歳未満で1級・2級の障害のあることが条件と

保険料を
納付した期間 + 保険料を

免除された期間 ＝ 10年以上 老齢基礎年金と同じ

65歳 65歳

※1受給資格期間︓年金を受け取るために必要な加入期間のこと

781,700 円 ×

【受給資格期間の短縮】
１０年の受給資格期間があれば年金を受け取れる
「受給資格期間の短縮」が平成２９年８月に施行
されました。

①+②+③+④+⑤

40年×12カ月

1― 1―

―

報酬比例部分（①） + 加給年金（②）

―

― ―

― ―

―

―

① 報酬比例部分

加入期間中の報酬および加入期間によって決まる年金額

② 加給年金※2

ねんきん

豆 知識

・配偶者※3︓224,900円（生年月日に応じて特別加算がある）
・第1子※4および第2子※4︓224,900円
・第3子※4以降︓各75,000円

老齢年金の受給条件と年金額
（出典）日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」2020 年４月１日

❷�厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

老齢厚生年金は、厚生年金の加入者が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から支給されま
す。ただし、厚生年金の加入期間が１年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、次頁の図
のとおり、60歳から64歳まで、いわゆる特別支給の老齢厚生年金が受けることができます。
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特別支給の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」の２つから成り、定額部分はすでに2013年４
月から65歳から支給開始されています。報酬比例部分は、2013年４月から2025年度にかけて、段階的に
65歳に引上げられます（女性は男性の５年遅れのスケジュール）。
60歳で定年退職し、再就職できない場合には、無年金期間が発生し、無収入の状況が生じてしまう可能性が
あるため、そうした状況に陥らないために、年金と雇用の接続に向けた制度整備が進められています。

男性の場合 女性の場合

定額部分

報酬比例部分

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

報酬比例部分

定額部分

報酬比例部分

報酬比例部分

報酬比例部分

報酬比例部分

定額部分

定額部分

老齢厚生年金

老齢基礎年金

報酬比例部分

報酬比例部分

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

▲
60歳

▲
61歳

▲
65歳

▲
62歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
60歳

▲
63歳

▲
65歳

▲
65歳

▲
64歳

▲
65歳

▲
65歳

▲
60歳

▲
65歳

▲
65歳

▲
65歳

▲
65歳

▲
65歳

▲
64歳

▲
63歳

▲
62歳

▲
61歳

昭和16年4月2日～
昭和18年4月1日に
生まれた方

昭和21年4月2日～
昭和23年4月1日に
生まれた方

昭和23年4月2日～
昭和25年4月1日に
生まれた方

昭和25年4月2日～
昭和27年4月1日に
生まれた方

昭和27年4月2日～
昭和29年4月1日に
生まれた方

昭和29年4月2日～
昭和33年4月1日に
生まれた方

昭和33年4月2日～
昭和35年4月1日に
生まれた方

昭和35年4月2日～
昭和37年4月1日に
生まれた方

昭和37年4月2日～
昭和39年4月1日に
生まれた方

昭和39年4月2日～
昭和41年4月1日に
生まれた方

昭和41年4月2日
以降に生まれた方

昭和18年4月2日～

生まれた方
昭和20年4月1日に

昭和20年4月2日～

生まれた方
昭和22年4月1日に

昭和22年4月2日～

生まれた方
昭和24年4月1日に

昭和24年4月2日～
昭和28年4月1日に
生まれた方

昭和28年4月2日～

生まれた方
昭和30年4月1日に

昭和30年4月2日～

生まれた方
昭和32年4月1日に

昭和32年4月2日～

生まれた方
昭和34年4月1日に

昭和34年4月2日～

生まれた方
昭和36年4月1日に

昭和36年4月2日
以降に生まれた方

老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げの仕組み
（出典）日本年金機構：厚生年金支給開始年齢



66 情報サービス業（情報⼦会社等）におけるシニア⼈材活⽤に関するガイドライン

❸�「在職老齢年金」の仕組み

「在職老齢年金」は、厚生年金の支給開始年齢以降も正社員などとして働き続けると、賃金の額に応じて厚生
年金が減額されて支給される場合があるという仕組みです。在職老齢年金は、60～ 65歳未満と65歳以上で
は仕組みが異なります。
60～ 65歳未満の場合、基本月額（老齢厚生年金（年額）÷12）と総報酬月額相当額（（標準報酬月額＋
１年間の�賞与（標準賞与額）÷12）の合計が28万円を超える場合、年金が減額対象となります。
65歳以上70歳未満の場合は、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合、超
えた部分の２分の１が支給停止とあります。

基本月額が

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が２８万円以下

２８万円以下

基本月額が

２８万円超

基本月額が

２８万円以下

基本月額が

２８万円超

総報酬月額相当額が

４７万円以下

総報酬月額相当額が

４７万円超

全額支給

計算方法１へ

計算方法２へ

計算方法３へ

はい

計算方法４へ

いいえ

はい

いいえ

【計算方法１】

【計算方法２】

【計算方法３】

【計算方法４】

60～ 65歳未満の在職老齢年金（支給停止額）の計算フローチャート
（出典）日本年金機構：在職中の年金
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❹�「高年齢雇用継続給付」の仕組み

高年齢雇用継続給付は、60～ 65歳未満の者が継続雇用され、60歳以後の賃金が60歳時点と比較して
75％未満に低下した場合、各月に支払われた賃金の最大15%が月額で支払われる仕組みです。

支給要件

支給額

 60～65歳未満で雇用保険に加入していること
 被保険者であった期間が5年以上あること
 60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満であること

60歳以上65歳未満の各月の賃金 （賞与は関係ありません） が

となる

 60歳時点の賃金の61％以下に低下した場合︓
各月の賃金の15％相当額

 60歳時点の賃金の61％超75％未満に低下した場合︓
その低下率に応じて、各月の賃金の15 ％相当額未満の額

問合せ先

※ 賃金額と算定された支給額の合計が 363,359円を超える場合は、363,359円
からその賃金を差し引いた額が支給される
（金額は2020年4月1日現在のもの。毎年8月1日に変更される場合がある）

最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

なお、「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」を同時に受給する際は、併給調整の対象となり、高年齢雇
用継続給付を受けている間は、�高年齢雇用継続給付の４割相当の年金が支給停止となります。

問合せ先 「ねんきんダイヤル」０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）



68 情報サービス業（情報⼦会社等）におけるシニア⼈材活⽤に関するガイドライン

高年齢者雇用の推進に向けた
公的支援制度3

❶�高齢・障害・求職者雇用支援機構による相談制度

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、定年の引上げや廃止、継続雇用制度の導入等による希望
者全員の65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施が義務づけられています。65歳までの雇用確保措置�の導
入や定着を図るとともに、生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能力を発揮して働くことができる環境とする
ためには、賃金・退職金制度を含む人事管理制度の見直し、職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等、
さまざまな条件整備に取り組む必要があります。
そこで、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、企業の実情に則して、制度の提案及び条件整
備の取組を支援するため、高齢者雇用問題に精通した経営労務コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労
務士等、専門的・実務的能力を有する人達を65歳超雇用推進プランナー、高年齢者雇用アドバイザー（以下「プ
ランナー等」という。）として認定し、全国に配置しています。プランナー等による支援の内容は、以下のとお
りです。

① 相談・助言
（無料）

高年齢者雇用確保措置の導入や拡大、雇用管理の改善等に取り組む企業から
の要請等に基づいて企業を訪問し、企業診断システムを活用するなどし、条
件整備に伴う阻害要因の発見・整理、問題解決のための手順 ・方法等具体
的課題についての相談に応じ、専門的かつ技術的な助言を行います。

各企業の状況に応じて専門的かつ技術的な相談・援助を行い、機構が開発し
たツールを活用し企業が抱えている問題をあぶり出した上で、将来に向けて
65歳以上への定年引上げや65歳を超えた継続雇用延長等の制度改定に関す
る具体的な提案を行います。

企業における高齢者の雇用環境の整備を援助するために各種の企業診断シス
テムを開発し運用しています。簡単な質問票に記入いただくだけで、高齢者
を活用するための課題を見つけ出し、その課題解決策についてわかりやすく
アドバイスします。

相談・助言によって明らかになった条件整備のために必要な個別・具体的課
題について、人事処遇制度や職場改善等条件整備についての具体的な改善策
を、企業からの要請に基づいて作成し提案します。
※ 企画立案サービスは有料ですが、経費の２分の１を機構が負担します。

② 制度改善提案
（無料）

③ 企業診断
（無料）

④ 企画立案サービス

⑤ 就業意識向上研修 企業における高齢従業員の戦力化を支援するために、企業ニーズに応じたカ
リキュラムを設定し研修を行います。中高年齢従業員を対象とした研修と高
齢従業員が配置されている職場の管理・監督者を対象とした研修により、従
業員の就業に対する意識の向上を促します。
※ 対象の事業主は、45歳以上の雇用保険被保険者を５人以上雇用している
事業主です。

※ 就業意識向上研修は有料ですが、経費の２分の１を機構が負担します。

問合せ先 最寄りの独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
各都道府県支部 高齢・障害者業務課（巻末参照）
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❷�65 歳超雇用推進助成金

「65歳超雇用推進助成金」は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現
役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者
の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもので、以下の３コースが用意されています。

１）65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする�66歳以上の継続雇用制度の導
入のいずれかの措置を実施したこと、当該就業規則の改定等に専門家等に就業規則の改正を委託し経費を支出
したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数及び定年等を引上げる年数に応じて助成する
仕組みです。

実施した制度

引き上げた年齢
対象被保険者

１～２人 １５万円１０万円 １５万円 ２０万円 ２０万円 ５万円 １０万円 １０万円 １５万円

３～９人 １００万円２５万円 １２０万円３０万円 １２０万円 １５万円 ６０万円 ２０万円 ８０万円

１０人以上 １５０万円３０万円 ３５万円 １６０万円 １６０万円 ２０万円 ８０万円 ２５万円 １００万円

５歳未満 ５歳以上

定年の廃止65歳への定年引上げ 66歳以上への定年引上げ

※ 1事業主（企業単位）1回限りとします。
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。

66～69歳の継続雇用への
引上げ

５歳５歳未満

70歳以上の継続雇用への
引上げ

５歳以上５歳未満 ４歳未満 ４歳

（出典）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

２）高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

認定された雇用管理整備計画に基づき、高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合に、当該措置の実施に必
要な専門家への委託費等及び当該措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要
した経費を支給対象経費（下図注）とし、支給対象経費に60％（中小企業事業主以外は45％）を乗じた額を
助成する仕組みです。なお、生産性要件を満たす事業主の場合は、支給対象経費の75％（中小企業事業主以外
は60％）を乗じた額となります。

高年齢者雇用管理整備措置の種類 支給対象経費

・専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費

 へ 健康管理制度の導入
ト その他の雇用管理制度の導入・改善

  要したものとみなします。

 〇 高年齢者の雇用管理制度の導入等（労働協約又は就業規則の作成・
   変更）に必要な以下の経費

 〇 左のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及び
ソフトウエア等の導入に要した経費

(注)その経費が50万円を超える場合は50万円。なお、企業単位で1回に限り、経費の額にかかわらず、当該措置の実施に50万円の費用を

イ 高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善
ロ 労働時間制度の導入・改善
ハ 在宅勤務制度の導入・改善
ニ 研修制度の導入・改善
ホ 専門職制度の導入・改善

（出典）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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３）高年齢者無期雇用転換コース

認定された無期雇用転換計画に基づき、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転
換させた事業主に対して、対象労働者１人につき48万円（中小企業事業主以外は38万円）を支給します。なお、
生産性要件を満たす場合は対象労働者１人につき60万円（中小企業事業主以外は48万円）となります。
また、対象労働者は１支給年度（４月～翌年３月まで）１適用事業所あたり10人までとなります。

問合せ先 最寄りの独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
各都道府県支部 高齢・障害者業務課（巻末参照）

❸�特定求職者雇用開発助成金

高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者や65歳以上の高年齢者を雇い入れる場合の助成金として、
「特定求職者雇用開発助成金」があります。

１）特定就職困難者コース（60歳以上65歳未満）

60歳以上65歳未満の高年齢者等の就職困難者を、公共職業安定所（ハローワーク）等の紹介により、新た
に継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れる事業主に助成を行う仕組みです。

２）生涯現役コース（65歳以上）

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが
確実な一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れる事業主
に助成を行う仕組みです。

問合せ先 最寄りの労働局、公共職業安定所（ハローワーク）（次頁参照）
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❹�労働局問い合わせ先

各都道府県の労働局の問合せ先は、以下のとおりです。

局 課 〒 住所 電話番号

北海道労働局 職業安定部
職業対策課 060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1-1

札幌第1合同庁舎3階北側 011（709）2311  代

青森労働局 職業安定部
職業対策課 030-8558 青森市新町2-4-25 

青森合同庁舎7階 017（721）2003 直

岩手労働局 職業安定部
職業対策課 020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15

盛岡第2合同庁舎 5階 019（604）3005  直

宮城労働局 職業安定部
職業対策課 983-8581 仙台市宮城野区鉄砲町1 

仙台第4合同庁舎2階 022（299）8063  直

秋田労働局 職業安定部
職業対策課 010-0951 秋田市山王3-1-7

東カンビル5階 018（883）0010 直

山形労働局 職業安定部
職業対策課 990-8567 山形市香澄町3-2-1

山交ビル3階 023（626）6101 直

福島労働局 職業安定部
職業対策課 960-8021 福島市霞町1-46

福島合同庁舎4階 024（529）5409 直

茨城労働局 職業安定部
職業対策課 310-8511 水戸市宮町1-8-31 029（224）6219 直

栃木労働局 職業安定部
職業対策課 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 

宇都宮第2地方合同庁舎2階 028（610）3557 直

群馬労働局 職業安定部
職業対策課 371-0854 前橋市大渡町1-10-7

群馬県公社総合ビル9階 027（210）5008 直

埼玉労働局 職業安定部
職業対策課 330-6016 048（600）6209 直

千葉労働局

さいたま市中央区新都心11-2 
明治安田生命さいたま
新都心ﾋﾞﾙﾗﾝﾄﾞ ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ15階

職業安定部
職業対策課 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 

千葉第2地方合同庁舎4階 043（221）4391  直

東京労働局 職業安定部
職業対策課 102-8305 千代田区九段南1-2-1

12階 03（3512）1664  直

神奈川労働局 職業安定部
職業対策課 231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 

馬車道ウエストビル3階 045（650）2801 直

新潟労働局 職業安定部
職業対策課 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟美咲合同庁舎2号館 025（288）3508 直

富山労働局 職業安定部
職業対策課 930-0008 富山市神通本町1丁目5-5 076（432）2793 直

石川労働局 職業安定部
職業対策課 920-0024 金沢市西念3-4-1

金沢駅西合同庁舎5階 076（265）4428 直

福井労働局 職業安定部
職業対策課 910-8559 福井市春山1-1-54

福井春山合同庁舎9階 0776（26）8613 直
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局 課 〒 住所 電話番号

山梨労働局 職業安定部
職業安定課 400-8577 055（225）2858 直

長野労働局

甲府市丸の内1-1-11 4階

職業安定部
職業安定課 380-8572 026（226）0866 直長野市中御所1-22-1 3階

岐阜労働局 職業安定部
職業安定課 500-8723 岐阜市金竜町5－13

岐阜合同庁舎 058（245）1314 直

静岡労働局 職業安定部
職業安定課 420-8639 静岡市葵区追手町9-50

静岡地方合同庁舎5階 054（271）9970 直

愛知労働局 職業安定部
職業安定課 460-0003 名古屋市中区錦2-14-25 052（219）5507  直

三重労働局 職業安定部
職業安定課 514-8524 津市島崎町327-2 

津第2地方合同庁舎

滋賀労働局 職業安定部
職業安定課

059(226）2306  直

520-0806 077（526）8686 直大津市打出浜14-15 
滋賀労働総合庁舎 5階

京都労働局 職業安定部
職業安定課 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル

金吹町451 075（275）5424 直

大阪労働局
第二庁舎

職業安定部
職業安定課 540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8

中央大通FNビル21階 06（4790）6310 直

兵庫労働局 職業安定部
職業安定課 650-0044 078（367）0810神戸市中央区東川崎町1-1-3

神戸クリスタルタワー14階 直

奈良労働局 職業安定部
職業安定課 630-8570 0742（32）0209奈良市法蓮町387 

奈良第3地方合同庁舎 直

和歌山労働局 職業安定部
職業安定課 640-8581 和歌山市黒田2-3-3

和歌山労働総合庁舎5階 073（488）1161 直

鳥取労働局 職業安定部
職業安定課 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857（29）1708 直

島根労働局 職業安定部
職業安定課 690-7841 松江市向島町134-10 

松江合同庁舎5階 0852（20）7020 直

岡山労働局 職業安定部
職業安定課 700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 

岡山第2合同庁舎3階 086（801）5107 直

広島労働局 職業安定部
職業安定課 730-0013 082（502）7832広島市中区八丁堀5-7 

広島KSビル4階 直

山口労働局 職業安定課 753-8510 083（995）0383山口市中河原町6-16 
山口地方合同庁舎2号館7階 直

徳島労働局 職業安定部
職業対策課 770-0851 088（611）5387徳島市徳島町城内6-6 

徳島地方合同庁舎4階 直

香川労働局 職業安定部
職業対策課 760-0019 087（811）8923高松市サンポート3-33 

高松サンポート合同庁舎2・3階 直

愛媛労働局 職業安定部
職業対策課 790-8538 089（941）2940松山市若草町4-3 

松山若草合同庁舎5階、6階 直

高知労働局 職業安定部
職業対策課 781-9548 高知市南金田1-39 088（885）6052 直
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局 課 〒 住所 電話番号

福岡労働局 職業安定部
職業対策課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 

福岡合同庁舎新館6階 092（434）9806  直

佐賀労働局 職業安定部
職業対策課 840-0801 0952（32）7217佐賀市駅前3-3-20 

佐賀第2合同庁舎6階 直

長崎労働局 職業安定部
職業対策課 850-0033 長崎市万才町7-1 

TBM長崎ビル6階 095（801）0042 直

熊本労働局 職業安定部
職業対策課 860-8514 096（211）1704熊本市西区春日2-10-1 

熊本地方合同庁舎Ａ棟9階 直

大分労働局 職業安定部
職業対策課 870-0037 097（535）2090-1大分市東春日町17-20 

大分第2ｿﾌｨｱﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階 直

宮崎労働局 職業安定部
職業対策課 880-0805 0985（38）8823宮崎市橘通東3丁目1番22号

宮崎合同庁舎5階 直

鹿児島労働局 職業安定部
職業対策課 892-0847 鹿児島市西千石町1-1 

鹿児島西千石第一生命ﾋﾞﾙ1階
099（219）8712-3 

沖縄労働局 職業安定部
職業対策課

・5101    直

900-0006 098（868）3701 直
那覇市おもろまち2-1-1 
那覇第2地方合同庁舎(1号館)
3階
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担当部署名 〒 住所 電話番号

北海道支部 高齢・障害者業務課 063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1
ポリテクセンター北海道内

青森支部 高齢・障害者業務課

011-622-3351

030-0822 青森市中央3-20-2 
ポリテクセンター青森内

岩手支部 高齢・障害者業務課

017-721-2125

020-0024 盛岡市菜園1-12-18 
盛岡菜園センタービル3階

宮城支部 高齢・障害者業務課

019-654-2081

985-8550 多賀城市明月2-2-1 
ポリテクセンター宮城内

秋田支部 高齢・障害者業務課

022-361-6288

010-0101 潟上市天王字上北野4-143 
秋田職業能力開発促進センター内

山形支部 高齢・障害者業務課

018-872-1801

990-2161 山形市大字漆山1954 
ポリテクセンター山形内

福島支部 高齢・障害者業務課

023-674-9567

960-8054 福島市三河北町7-14 
ポリテクセンター福島内

茨城支部 高齢・障害者業務課

024-526-1510

310-0803 水戸市城南1-4-7 
第5プリンスビル5階

栃木支部 高齢・障害者業務課

029-300-1215

320-0072 宇都宮市若草1-4-23 
ポリテクセンター栃木内

群馬支部 高齢・障害者業務課

028-650-6226

379-2154 前橋市天川大島町130-1 
（ハローワーク前橋3階）

埼玉支部 高齢・障害者業務課

027-287-1511

336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 
ポリテクセンター埼玉 本館4階

千葉支部 高齢・障害者業務課

048-813-1112

261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 

東京支部 高齢・障害者業務課

043-204-2901

130-0022 墨田区江東橋2-19-12 
墨田公共職業安定所5階

東京支部 高齢・障害者窓口ｻｰﾋﾞｽ課 〃 〃

03-5638-2794

神奈川支部 高齢・障害者業務課

03-5638-2284

241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 
ポリテクセンター関東内

新潟支部 高齢・障害者業務課

045-360-6010

951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 
NEXT21ビル12階

富山支部 高齢・障害者業務課

025-226-6011

933-0982 高岡市八ケ55 
ポリテクセンター富山内

石川支部 高齢・障害者業務課

0766-26-1881

920-0352 金沢市観音堂町へ-1 
ポリテクセンター石川内 076-267-6001

❺�独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構�問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部の高齢・障害者業務課の問合せ先は、以下
のとおりです。
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担当部署名 〒 住所 電話番号

福井支部 高齢・障害者業務課 915-0853 越前市行松町25-10 
ポリテクセンター福井内

山梨支部 高齢・障害者業務課

0778-23-1021

400-0854 甲府市中小河原町403-1
ポリテクセンター山梨内

長野支部 高齢・障害者業務課

055-242-3723

381-0043 長野市吉田4-25-12 
ポリテクセンター長野内

岐阜支部 高齢・障害者業務課

026-258-6001

500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontⅡ 7階

静岡支部 高齢・障害者業務課

058-265-5823

422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 
ポリテクセンター静岡内

愛知支部 高齢・障害者業務課

054-280-3622

460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 
MIテラス名古屋伏見4階

三重支部 高齢・障害者業務課

052-218-3385

514-0002 津市島崎町327-1 

滋賀支部 高齢・障害者業務課

059-213-9255

520-0856 大津市光が丘町3-13 
ポリテクセンター滋賀内

京都支部 高齢・障害者業務課

077-537-1214

617-0843 長岡京市友岡1-2-1 
ポリテクセンター京都内

大阪支部 高齢・障害者業務課

075-951-7481

566-0022 摂津市三島1-2-1 
（ポリテクセンター関西内）

大阪支部 高齢・障害者窓口ｻｰﾋﾞｽ課 〃 〃

06-7664-0782

兵庫支部 高齢・障害者業務課

06-7664-0722

661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 
ポリテクセンター兵庫内

奈良支部 高齢・障害者業務課

06-6431-8201

634-0033 奈良県橿原市城殿町433 
ポリテクセンター奈良内

和歌山支部 高齢・障害者業務課

0744-22-5232

640-8483 和歌山市園部1276 
ポリテクセンター和歌山内

鳥取支部 高齢・障害者業務課

073-462-6900

689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 
ポリテクセンター鳥取内

島根支部 高齢・障害者業務課

0857-52-8803

690-0001 松江市東朝日町267 
ポリテクセンター島根内

岡山支部 高齢・障害者業務課

0852-60-1677

700-0951 岡山市北区田中580 
ポリテクセンター岡山内

広島支部 高齢・障害者業務課

086-241-0166

730-0825 広島市中区光南5-2-65 
ポリテクセンター広島内

山口支部 高齢・障害者業務課

082-545-7150

753-0861 山口市矢原1284-1 
ポリテクセンター山口内

徳島支部 高齢・障害者業務課

083-995-2050

770-0823 徳島市出来島本町1-5 

香川支部 高齢・障害者業務課

088-611-2388

761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 
ポリテクセンター香川内 087-814-3791
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担当部署名 〒 住所 電話番号

愛媛支部 高齢・障害者業務課 791-8044 松山市西垣生町2184 
ポリテクセンター愛媛内

高知支部 高齢・障害者業務課

089-905-6780

780-8010 高知市桟橋通4-15-68 
ポリテクセンター高知内

福岡支部 高齢・障害者業務課

088-837-1160

810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 
しんくみ赤坂ビル6階

佐賀支部 高齢・障害者業務課

092-718-1310

849-0911 佐賀市兵庫町大字若宮1042-2 
ポリテクセンター佐賀内

長崎支部 高齢・障害者業務課

0952-37-9117

854-0062 諫早市小船越町1113 
ポリテクセンター長崎内

熊本支部 高齢・障害者業務課

0957-35-4721

861-1102 合志市須屋2505-3 

大分支部 高齢・障害者業務課

096-249-1888

870-0131 大分市皆春1483-1 
ポリテクセンター大分内

宮崎支部 高齢・障害者業務課

097-522-7255

880-0916 宮崎市大字恒久4241 
ポリテクセンター宮崎内

鹿児島支部 高齢・障害者業務課

0985-51-1556

890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 
ポリテクセンター鹿児島内

沖縄支部 高齢・障害者業務課

099-813-0132

900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 
沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301
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